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修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、
変更なし、要検討）

構成員確認（WT）要
否

（共有・報告/意⾒聴
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、
変更なし、要検討）

修正内容

1456 26 収納管理 1.1.1 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒

【備考欄】
調定情報のうち、「指定期限」、「法定納期限」に
ついては、課税システムからの連携ではなく、収納
管理システム内での管理でも可とする。

【備考欄】
調定情報のうち、「指定期限」については、課税シ
ステムからの連携ではなく、収納管理システム内で
の管理でも可とする。

⑧︓業務精度向上

法⼈市⺠税については、新型コロナウイルスの申告期限延⻑など災害による期限延⻑
があった場合、申告期限だけではなく「法定納期限」も延⻑となる。当該期限延⻑につ
いては、課税担当課に申請があり課税システムで処理すべきものであるため、収納担当
課では把握できない。
そのため、課税側で「法定納期限」を管理し、収納システムへ連携することが正確で効
率的な業務運⽤へ繋がる。

左記同様
①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 滞納 修正 共有・報告 法定納期限は課税側から連携することとする。
ただし、法⼈住⺠税では法定納期限の延⻑に対応していないため、収納側で変更することとしている。 問題ありません

適当であると思いますが、内容が「法定納期限」では
なく「法定納期限【等】」についての記載と思われま
す。ご確認ください。（法定納期限は基本的に第１
期の納期限です。）

意⾒として出されている法⼈市⺠税の法廷納期限の
延⻑について、課税側で管理できず収納側で変更す
るのであれば収納システム内での管理を可としても問
題ないと考えます。

修正 対応方針の通りとする。

1287 36 収納管理 1.1.1. 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ ＜調定情報＞
・指定期限

＜調定情報＞
・納期限 ⑧︓業務精度向上 賦課システムから受け取るのは指定期限ではなく納期限になるかと思います。 新規課税や納期限変更により、新しい納期限を

収納システムに反映する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 滞納 修正 共有・報告 納期限に変更する。 問題ありません 修正 対応方針の通りとする。

3338 40 収納管理 1.1.1. 2 ③︓要件削除 ①︓新規意⾒
1.1.1. 賦課情報取込（当初）
個⼈住⺠税については、非課税の賦課情報を取
り込む・取り込まないを選択できること。

（要件削除） ⑤︓過剰な要件 非課税の調定情報を取り込まない場合、非課税なのか課税情報なしの判断がつかな
くなるため。

③︓現⾏システムでは
使⽤していない機能 優先度4 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認する。

<確認事項>
非課税の調定情報を取り込んでいるかどうか、現在の運⽤をご教示ください。

問題ありません
現⾏システムでは非課税の賦課情報を収納管理シス
テムへ反映させるデータを作りません。

非課税（課税台帳なし）の理由については不問で
運⽤している。 現状では取り込んでいない 現在の運⽤で非課税の調定情報を取り込んでおら

ず、取り込む必要はないと考えます。 取り込んでいます。 非課税の調定は徴収簿には取り込んでいない。
本市では非課税情報も含めてすべて課税情報を取り
込んでいます。非課税であるという情報を取り込みして
不都合になることはないと考えます。

当初の賦課連結時から非課税の場合は調定情報は
取り込んでいません。当初課税があり、減額更正で非
課税となった場合のみ取り込んでいます。

現システムでは個⼈住⺠税の非課税データを取り込ん
でいないが、証明書交付においてエクセルで作成して
交付しているため作業が煩雑化している。

調定情報は取り込んでおらず、宛名データのみ連携さ
れています。（収納側で非課税か課税情報なしかは
判断できません。）

変更なし 団体ごとに運⽤が異なるため削除せずそのままとする。

3201 73 収納管理 1.1.10. 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
1.1.10.履歴表示
コンビニ納付については、コンビニ店舗・支店名を
表示できること。

コンビニ納付については、コンビニ店舗・支店情報
を表示できること。 ⑤︓過剰な要件

弊社システムで利⽤しているコンビニ収納の主な連携レイアウトでは、店舗カナ名または
店舗コード・支店コードしか取り込むことしかできません。
これを考慮すると、支店コードから支店名を表示するために、全国の支店情報を保持・
管理しなければならなくなり、支店追加・支店削除・支店名変更の度に修正しなけれ
ばならなくなります。
運⽤としても、店舗・支店が特定できる情報を表示できればよいと考えます。
そのため、過剰機能であると判断しております。

それでも実装すべき機能となった場合、具体的にどのようなシステム・運⽤を想定されて
いるかご教授ください。

③︓現⾏システムでは
使⽤していない機能 優先度4 修正 共有・報告 コンビニ店舗・支店情報に修正し、コードまたは名称で特定できることとする。

※デジ庁のデータ要件にも反映する。 問題ありません
支店番号等、支店名を確認できる情報があればよ
い。支店名はシステム会社が提供する一覧表で確認
できれば良い。

当市では、コンビニ名のみオンライン表示されます。店
舗コード7桁はデータとしてはありますが、店舗名の表
示はされません。

修正 対応方針の通りとする。

379 126 収納管理 2.1.1. ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
軽⾃動⾞税（種別割）・固定資産税の⼝座は
宛名単位で管理できること。⾞両番号を管理でき
ること。

軽⾃動⾞税（種別割）・固定資産税の⼝座は
宛名単位で管理できること。 ⑤︓過剰な要件 軽⾃動⾞税（種別割）・固定資産税は、課税客体の管理が削除されたことから、

「⾞両番号を管理できること。」も削除することで、要件の⽭盾がなくなるため。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。 問題ありません 納税証明書の発⾏に使⽤すし、また、問い合わせに
対応するため どちらでもよいです。 修正 対応方針の通りとする。

962 127 収納管理 2.1.1. 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 合算納付書については、同一「課税年度」での複
数期別の合算を想定している。

合算納付書については、同一「賦課年度」での複
数期別の合算を想定している。

⑥︓住⺠サービス向
上

合算納付書の対象範囲を明確にする意図とのことだが、同一課税年度のみの条件とし
た場合では合算する意味合いが薄れると思われる。例えば、賦課年度R4で課税年度
がR4とR3（過年随時分）の課税があった場合、納付書は２枚のままとなるが、賦課
年度を条件とすれば１枚となる。過去５年度分をまとめて課税した場合は５枚から１
枚となる。枚数が減ることで、納税者の利便性が向上し、⾃治体のコスト（紙、⼿数料
等）削減が期待できる。
※賦課年度→調定を⾏った年度、課税年度→本来課税すべき年度と認識して意⾒
している

納税者から「今年分の税⾦の納付書を送ってほし
い」という問い合わせに対して、１枚の納付書で対
応することができ、合算納付書で当初納付書を送
付している⾃治体では、過年随時分も含めて１
枚の納付書で送付することができるため
※本市システムでは実現していないが、実現してい
るシステムではカスタマイズと思われるため、右欄は
②としている

②︓現⾏システムでカ
スタマイズを実施してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

WTにて確認する。

<確認事項>
合算納付書について、「課税年度」または「賦課年度」のどちらで合算しているかご教示ください。

※⽤語集の定義
賦課年度︓納税義務者に対し納めなければならない税額を決定及び通知した年度。
課税年度︓課税の事由となる根拠の発⽣した年度で、本来課税を⾏うべき年度。

問題ありません

現⾏システムでは「賦課年度」、「課税年度」、「通知
書番号」単位で合算して発⾏する仕様となっていま
す。

当市のシステムは課税年度毎に出⼒される。
賦課年度毎での出⼒は必須とは感じない。
カスタマイズでいいのではないか。

合算納付書は使⽤していない

　当市では、合算納付書のような、それ⾃体をOCRで
読み込めるものを利⽤していないため、実際問題なく
運⽤ができるのであれば問題ありませんが、過年度随
期分と現年分を１枚のOCRで消し込んだ場合に、シ
ステムの処理としてそれぞれに受け込んで反映させるこ
とができるのか疑問です。
　現状では地方税債権管理機構に移管された⼈の
納付分などは、異なる税目や異なる年度分の税⾦を
合算した納付書（OCRで読み込めないもの）の控え
が回ってきて、消込を⾏うことがありますが、その場合、
それぞれの課税年度・税目ごとに納付書を再発⾏し、
OCRで読み込むという作業を⾏っています。
　課税年度での合算でないと取り込みが難しいので
は、と考えます。

同一賦課年度で合算した納付書になっている。なお、
本市では同一宛名番号において税目賦課年度もまと
めた納付書をまとめ納付書という。郵送料、代⾏⼿数
料、納付する側の⼿間（わかりにくさ）等を考慮し出
来うる限りまとめられるものをまとめるべき。

現⾏では、合算納付書の運⽤なし。 本市では賦課年度でまとめています。これは会計シス
テムへの消し込みのためにです。

課税年度及び賦課年度がいずれも一致するもののみ
合算しています。

課税年度で合算された納付書が発⾏される形となっ
ている。

当市では、課税年度、賦課年度にかかわらず合算可
能ですが、どちらかのみであれば賦課年度での合算が
重要であると考えます。

修正

・　課税年度ごとで問題ない
・　現⾏は合算納付書を使⽤していないが、納付書は課税年度で取り込んで
いるため、消込処理が間違いなく実施できれば問題ない。
・　実運⽤ではほとんど使⽤していないが、パッケージ標準機能で課税年度ご
ととなっている。消込処理が間違いなく実施できれば問題ない。
・　課税年度で合算するとした場合、賦課年度での合算と⽐較し、納付書の
枚数が多くなると想定される。現⾏はカスタマイズ実装である。
・　現⾏はスクラッチ開発で実装しており、課税年度ごと・賦課年度ごと、どちら
かの選択できるのであれば、課税年度ごととする場合の方が、納付書の枚数が
多くなることから、賦課年度ごとの方が良い。
・　現⾏、パッケージ標準機能で、課税年度及び賦課年度がいずれも一致す
るものが合算されている。課税年度ごとのみでも運⽤可能。
・　課税年度ごと、賦課年度ごと、いずれかの合算が可能であれば問題なし。

→課税年度ごとの合算はパッケージ標準機能で実装可能、賦課年度ごとの
合算はカスタマイズが必要と想定されることから、「課税年度ごとの合算」は「実
装すべき機能」、「賦課年度ごとの合算」は「実装してもしなくても良い機能」と
して定義する。
なお。賦課年度が実装される場合には、課税年度or賦課年度を選択できる
旨を考え方理由に記載する。

1289 128 収納管理 2.1.1. 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

各納付チャネル（一般納付（OCR・パンチ）/⼝
座振替/コンビニ納付/クレジットカード納付/スマー
トフォン納付/マルチペイメントネットワーク/共通納
税/年⾦特別徴収）の納付データを取り込めるこ
と。合算納付書に対応した納付データの取込がで
きること。

各納付チャネル（一般納付（OCR・パンチ）/⼝
座振替/コンビニ納付/クレジットカード納付/スマー
トフォン納付/マルチペイメントネットワーク/共通納
税/年⾦特別徴収/差押による充当）の納付
データを取り込めること。合算納付書に対応した納
付データの取込ができること。

⑧︓業務精度向上 差押の充当に関する要件が連携しかなかったため追加した。 差押の配当による充当処理を⽇次の消込対象の
一つとして処理する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。 問題ありません 現状必要としていません。 修正 対応方針の通りとする。

1362 129 収納管理 2.1.1. 1 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

各納付チャネル（一般納付（OCR・パンチ）/⼝
座振替/コンビニ納付/クレジットカード納付/スマー
トフォン納付/マルチペイメントネットワーク/共通納
税/年⾦特別徴収）の納付データを取り込めるこ
と。合算納付書に対応した納付データの取込がで
きること。

各納付チャネル（一般納付（OCR・パンチ）/⼝
座振替/コンビニ納付/クレジットカード納付/スマー
トフォン納付/マルチペイメントネットワーク/共通納
税/年⾦特別徴収/ゆうちょ銀⾏データ収納）の
納付データを取り込めること。合算納付書に対応
した納付データの取込ができること。

⑧︓業務精度向上 ゆうちょ銀⾏のＭＴサービスに対応するものがなかったため追加した ゆうちょ銀⾏のＭＴサービスに対応するものがな
かったため追加した

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度3 修正 共有・報告 一般納付に含まれるため、そのままとする。
具体的なサービス名の例を考え方・理由に記載する。 問題ありません 修正 対応方針の通りとする。

857 164 収納管理 2.1.18. 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒
納付情報として、会計年度区分、過年現年区
分、決算未決算区分、軽⾃動⾞税（⾞別割）
の旧法／新法を管理できること。

⑧︓業務精度向上 会計年度区分、決算未決算区分、軽⾃動⾞税（⾞別割）の旧法／新法は、具体
的に何を指すのかご教授ください。 優先度2 修正 共有・報告 考え方理由に補⾜する。

ご意⾒に同意で、提示されていっる区分について明示
いただきたく思います。（基本データリストに定義するも
のであれば、「基本データリスト参照」など参照資料名
を明示いただきたいです）

会計年度区分は、過年現年区分と同じ意味で収納
の年度からその収納が過年か現年を判断するために
必要なものと想定されます。旧法/新法の区分は軽⾃
動⾞の税目集計をする際に（税目名称が違うので）
旧法分と新法分を分けて集計（法改正前後でそれ
ぞれ集計で）するためのものと想定されます。決算未
決算区分は不明です。

現状、軽⾃動⾞税（種別割）の旧法、新法は区別
していません。 修正 会計年度区分、決算未決算区分、旧法・新法について、⽤語の説明を記

載する。

1364 204 収納管理 2.2.1 3 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 軽⾃動⾞税（種別割）、固定資産税の⼝座は
宛名単位で登録できること （表現はそのまま） ⑧︓業務精度向上

税務共通の要件1.5.9で、本⼈特定は通知書番号で⾏うため、宛名番号は通知書
に記載しないとの変更が出ているが、こちらの機能を削除してしまうと、納税者が⼝座の
申し込みを⾏う際に⾃分の宛名番号がわからず、⼝座の申し込み時に宛名番号を記
載することができず、収納2.2.1の処理を⾏おうとしても意思を示してもらえない。
固定資産税共有など、同一に⾒えるもので別管理が必要な場合、⼝座のつけ間違い
が頻発することが考えられるため、再考をお願いしたい。

⼝座の申込時に宛名番号がわからないため、年
間数千件（当市では３千件ほど︖）問合せが
増加すると想定される

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 共通 要検討 共有・報告 共通要件にて帳票の宛名番号は削除することになったため、対応不要とする。

問題ありません
「意⾒の根拠」にあるような団体では宛名番号を⼿掛
かりに⼿続きを⾏っているため、賦課年度・課税年度・
通知書番号で⼝座設定する宛名を指定できるよう申
し込み方法検討いただくようフォローが必要と判断しま
す。（申込書記入時に通知書記載の宛名番号を転
記いただき申し込みいただく運⽤の場合、通知書番
号記載の科目、賦課年度。課税年度、通知書番号
を転記いただく運⽤に変更いただくなど）

確認内容は宛名番号を通知書に記載しないという変
更について宛名番号を記載できるよう再考してほしい
という意⾒について変更しないでよいかよいうことでしょ
うか。そうであるなら少なくとも滞納関係の帳票につい
ては宛名番号の表記は必要であると考えますので同じ
く再考を求めます。

確認ですが、納税義務者が⼝座振替を申し込む際
は年度・税目・通知書番号を記載してもらうという認
識でよろしかったでしょうか。

変更なし 対応方針の通りとする。

3165 222 収納管理 2.2.1. 3 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

2.2.1.⼝座情報管理
2.2.1.-3　⼝座登録の状況について、「新規加
入（仮受付）」「仮受付→本受付」「脱退」等の
ステータスでの管理ができること。

2.2.1.⼝座情報管理
2.2.1.-3　⼝座情報区分（仮登録）の事由を
管理（設定・保持・修正）できること。

⑤︓過剰な要件
2.2.1.-3の⼝座登録の状況と2.2.1.-1の⼝座情報区分が、「脱退」と「廃止」、「仮
受付→本受付」と「登録」「変更」と重複した情報の管理に⾒えたため、すでに管理し
ている⼝座情報区分に「仮登録」を追加する形とした意⾒を提案しました。

仮登録の場合は、⼝座振替の対象データとせず、
登録、変更の対象を⼝座振替の対象とする想定
です。また、同様に開始変更通知書の発送の条
件でも仮登録の場合は発送しないなどを想定して
います。

③︓現⾏システムでは
使⽤していない機能 優先度4 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。 問題ありません

対応方針のとおりでよいですが、「仮登録」のデータをそ
のまま引き継いで「登録」できるようにしていただきたい
です。（「仮受付→本受付」の機能だと認識しており
ましたが。）

修正 対応方針の通りとする。

849 232 収納管理 2.2.11. ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

⼝座振替不能データを、期間・税・不能事由毎に
抽出できること。
抽出した該当データをもとに、⼝座振替不能通知
／再振替のお知らせを個別及び一括で出⼒でき
ること。また、再発⾏もできること。

全期前納の⼝座不能については、不納となった場
合、期別納付に切り替える／しないを選択できる
こと。切り替える場合は1期分の納付書を、切り替
えない場合は全期分の納付書データが出⼒できる
こと。

⼝座振替不能通知の送付可否を管理できるこ
と。

・⼝座振替不能通知についても発⾏停止の処理
ができるようにしてほしい。 ⑦︓業務効率化 ⼝座振替不能通知が発送される直前に、納付された場合に、⼆重に納付書を送付す

ることなく、過誤納の防止につながる。

⼝座振替不能通知の発送前に、納付書送付済
みもしくは納付済みの対象者の不能通知の発⾏
を停止する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

引き抜きの運⽤についてWTにて確認する。

<確認事項>
⼝座振替不能通知の発⾏停止の処理について、現在の運⽤をご教示ください。

現⾏システムでは振替不能通知書発⾏のタイミングで
納付済みとなっているかをシステム上で判断し、いまだ
に納付がなかったものに対して振替不能通知書が発
⾏できる仕様です。

当市のシステムでは発⾏停止処理の機能がない。
⼿作業で不能通知の抜き取りを⾏っているが、特に不
便は感じない。

発⾏していない

⼝座振替依頼データ作成前に納付済みの場合は、
⼝座振替⾃体がされないようになるため、不能通知は
発⾏されませんが、データ作成後〜⼝座振替データ受
信⽇までに納付した場合、⼝座振替不能通知が発
⾏されます。
発⾏された不能通知について、納税確認をして抜き
取りは⾏っておらず、死亡者や、事情があって抜き取り
を⾏ってほしいと課税担当より依頼があった⼈に限り抜
き取りを⾏っていますが、それ以外については抜き取る
ことなく発送されている状況です。

現⾏システムでは、⼝座振替不能通知の発⾏停止の
機能はありません。 現⾏では、不能通知の発⾏停止機能はなし。

本市では⼝座振替不能通知は督促状と一体となって
います（⼝座登録の有無で判別）。そのため発⾏停
止の運⽤は督促状と同じになります。

⼝座振替不能通知の発⾏停止の機能がシステムに
はないため、抽出後引き抜き対応としています。

不能通知書を作成する際に、税目・不能事由を選
択し、作成している。その後、発送するか、発送しない
かは、1件ずつ状況を確認し、発送している。

当市システムでは⼝座振替不能通知の発⾏停止機
能はありません。
⼝座振替不能通知は、納期限の翌営業⽇から起算
して3営業⽇目にデータ作成され、4営業⽇目に出⼒
されます。作成⽇までに納付があった場合や税額変更
で調定が０になった場合、⼝座振替不能通知が作
成されず、不作成リストに記載されます。それ以降に
引き抜きが必要な場合は、⼿で⾏っていますが、1,2
件あるかないか程度です。

変更なし 発⾏停止機能がない団体が多数で⼿作業による引き抜きでも運⽤上問題
ないと考えられるため、追加しない。

1290 247 収納管理 2.2.3. ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒

宛名番号・税目・納税通知書番号・納税義務
者を指定し、どの⼝座で振替対象になっているか
確認できること。

固定資産の所有者変更、持分割合変更等の対
象者を連携できること。

宛名番号・税目・納税通知書番号・納税義務
者を指定し、どの⼝座で振替対象になっているか
確認できること。

固定資産の所有者変更、持分割合変更等の対
象者を連携し、影響のある⼝座情報を抽出できる
こと。

⑥︓住⺠サービス向
上

「抽出」から「連携」では機能がかなり制限されるため、連携した上で、⼝座情報が抽出
できるよう⽂⾔を変更した

所有者変更、持ち分変更の対象者について抽出
し、通知⽂作成等の元データとして使⽤する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。 問題ありません 修正 対応方針の通りとする。

1537 255 収納管理 2.2.5 3 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ -
⼝座振替依頼データを作成した期別について、税
額決定（変更）通知書が返戻・未発送のものを
抽出し。アラームリストを作成すること。

⑦︓業務効率化
税額決定（変更）通知書が返戻・未発送等により納税義務者へ届いていない場
合、対象期別について⼝座振替するべきではないため。
⼝座振替対象件数は膨大であるため、一括して抽出できることを希望する。

税額決定（変更）通知書を送付できるものは送
付し、⼝座振替を⾏える状態にする。
税額決定（変更）通知書を送付できないものは
⼝座振替データ作成を中止する。

②︓現⾏システムでカ
スタマイズを実施してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

想定される除外条件への追加について、WTにて必要性を確認する。

<確認事項>
想定される除外条件への追加の要否について、ご教示ください。

（連番745と同じ回答）問題ありません
現⾏システムでは返戻や公示送達対象を引き抜く機
能がない
アラームリストについて、⼝座振替依頼引抜対象者一
覧など⽤途が分かる名称であるべきと判断します。

当市の場合、返戻された納付書については速やかに
納期限延⻑処理（課税課）している。
当機能の必要性は感じない。

追加で良いと思う

現状の運⽤では、課税担当が事前に納期限を変更
し、⼝座振替対象とならないようにしたり、抜き取り対
象者リストをもらうことで抜き取りを⾏ったりしています
が、返戻の有無について⼝座振替担当が確認できな
いため、⼝座振替の担当が確認して抜き取ることはし
ていません。誤送付によるトラブルを防ぐためにも、除外
条件へ追加されることが望ましいと考えます。

⼝座振替依頼データが作られたが、既にコンビニ納付
等で速報データが入っている対象を抽出。理由︓速
報から確報に変わるまでに3週間程度かかる場合があ
るが、これについて可能なら⼝座振替をかけるべきでは
ないと考える。（⼝座振替依頼データに速報データが
反映される場合は、このコメントは無視してください。）

現⾏では除外・アラーム機能なし。

表記の内容ではデータ作成後、対象者を⼿作業で
データ修正等を⾏わなければならず、そもそもデータ作
成時に対象から外したうえで、対象者のリストを作成
できる機能と抽出したデータの履歴を管理して抽出し
た期別に除外条件が追加された場合にそのリストを抽
出する機能と明記する方がよいと考えます。なお抽出
後の除外条件にのみ納期限変更が必要と考えます。

追加することに異議はありません。 税額決定（変更）通知書の返戻・未発送分がデー
タ管理できるのであれば追加してよいと考える。

連番745の修正後除外条件と同じで可。
ただし、納税通知書の返戻が遅いため、除外に間に
合わないのではないのでしょうか。

追加 除外条件に追加する。

745 259 収納管理 2.2.5. 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
＜想定される除外条件＞に以下を追加
・納税通知書返戻ありかつ公示送達未
・時効完成

①︓地⽅税法（法
律・政令・省令）への
準拠・外部機関
（eLTAX 等）への
対応

・納税通知書返戻ありかつ公示送達未
→納税通知書が返戻され、公示送達されていなければ税債権として成⽴していないた
め。
・時効完成
→時効完成されれば税債権が消滅してしまうため。

返戻があった場合、急ぎ送付先調査を⾏い、納
通発付か公示送達を⾏うようにしている。
なお、現年分のみを⼝座振替対象として運⽤して
いるため、当市の場合、時効完成は要件として必
須ではない。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度1 要検討 意⾒聴取

想定される除外条件への追加について、WTにて必要性を確認する。

<確認事項>
想定される除外条件への追加の要否について、ご教示ください。

（連番1537と同じ回答）問題ありません
現⾏システムでは返戻や公示送達対象を引き抜く機
能がない
アラームリストについて、⼝座振替依頼引抜対象者一
覧など⽤途が分かる名称であるべきと判断します。

当市の場合、返戻された納付書については速やかに
納期限延⻑処理（課税課）している。
当機能の必要性は感じない。

追加で良いと思う

・納税通知書返戻ありかつ公示送達未…要
・時効完成…当市でも現年分のみを⼝座振替対象
として運⽤しているため、時効完成は要件として必須
ではありません。

現⾏では除外・アラーム機能なし。

ただし、居所判明による再送付も考えられるため送達
を公示に限定する必要はないと考えます。（また、確
認なのですが抽出条件には必ず納期限を指定する想
定なのでしょうか。納期限を指定しないのであれば条
件はもっと複雑になります。）

追加することに異議はありません。

現年課税分のみ⼝座振替を実施しているため、現⾏
運⽤では、納通未達分のみ必要で、時効完成分は
不要である。時効前の課税分も⼝座振替実施してい
る団体があれば要件追加しても問題ないと考える。

質問者の想定通り、除外条件に必要と考えておりま
す。 追加 除外条件に追加する。

1291 264 収納管理 2.2.6. 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒
⼝座振替の停止を登録することで⼝座振替の対
象外とすることができること。

⼝座振替の停止を登録することで⼝座振替の対
象外とすることができること。（要件の考え方につい
て修正）

⑦︓業務効率化
2.2.1.において、⼝座の停止が「実装してもしなくても良い機能」となっているため、⼝座
の停止が⾏えなくなっている。
⼝座の停止を「実装すべき機能」に戻すか、別途停止する機能を追加していただきたい

引落停止の依頼が市⺠からあった場合、当該機
能で振替依頼を停止し、データ作成を⾏わなくす
る。または⾦融機関送付⽤の停止依頼書を出⼒
する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 修正 共有・報告 ⼝座の停止は実装してもしなくても良い機能として整理しているため、本機能も実装してもしなくても良い機能とする。

問題ありません
開始年⽉⽇、終了年⽉⽇の期間設定で停止期間を
表現することは可能であるため、必須とする必要はな
いと判断します。

停止ができることが望ましいと考えらえれますが、難しけ
れば他の対応方法を検討します。

徴収猶予等で、急遽⼝座振替を停止すべき事態も
想定しうるので、「実装すべき機能」であることが望まし
い。

⼝座情報を削除することでも対応できることから絶対に
必要とはいえず、運⽤上必要な⾃治体は対応できる
システムを選択すればよいものと考えます。

以前のシステムでは停止機能があり、実際に運⽤して
いたが、新システムに切り替わり本機能がなくなった。そ
のため、⼝座情報の管理が煩雑になっている。

停止に関して、提案市のご意⾒と総務省の対応方針
がかみ合ってないように思いますので、再度、条件整
理をしていただけないでしょうか。
前提として、2.2.1-1において、「⼝座情報区分（登
録/変更/停止/廃止）のそれぞれの事由を管理（設
定・保持・修正）できること。」は「実装すべき」となって
おり、停止は管理するものとされています。
また、2.2.1-2において、「停止開始⽇」と「停止終了
⽇」の管理が新たに「実装すべき」とされ、2.2.6-1に
おいても、「⼝座振替の停止を登録することで⼝座振
替の対象外とすることができること。」は「実装すべき」と
されています。
ただ、2.2.1-3においては、1.0版から「期別を指定
し、⼝座振替を停止できること。」は「実装してもしなく
ても良い」とされています。
よって、⼝座停止は「期間を設定」して停止するのが
原則で、「期別を指定」するのは「してもしなくても良
い」という整理なのかと考えていました。
本市も提案市と同様に⼝座振替の緊急停止を⾏っ
ておりますので、⼝座停止を「実装してもしなくても良
い」に修正されるのは困ります。変更なしでお願いしま
す。

修正

・2.2.1.-1で⼝座の停止は実装すべき機能として定義している。現在、緊急
停止の運⽤を実施しているため、実装してもしなくても良い機能への変更は課
題と考える。

→ご意⾒を踏まえて⼝座の停止機能は実装すべき機能として整理する。

2026 277 収納管理 3.1.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

納付書の出⼒ができること（⾦融機関・郵便局・
コンビニで使⽤でき、クレジット納付、マルチペイメン
トに対応した統一様式の納付書を出⼒できるこ
と）。
指定期限を設定できること。
選択した期別、一部納付の納付書が出⼒できる
こと。

出⼒の際、プレビュー表示ができること。
出⼒の際、納付額（本税、延滞⾦）、宛名を変
更して出⼒できること。

納付書を出⼒する際に、業務上、調査・確認が
必要なデータ項目がある場合、エラーまたはアラー
トとして通知できること。

納付書によって納付時に時効延⻑の有無を、選
択できること。

納付書の出⼒ができること（⾦融機関・郵便局・
コンビニで使⽤でき、クレジット納付、マルチペイメン
トに対応した統一様式の納付書を出⼒できるこ
と）。
指定期限を設定できること。
選択した期別、一部納付の納付書が出⼒できる
こと。

出⼒の際、プレビュー表示ができること。
出⼒の際、納付額（本税、延滞⾦）、宛名を変
更して出⼒できること。

納付書を出⼒する際に、業務上、調査・確認が
必要なデータ項目、執⾏停止・処分の項目がある
場合、エラーまたはアラートとして通知できること。

納付書によって納付時に時効延⻑の有無を、選
択できること。

⑧︓業務精度向上 アラートの通知に執⾏停止・処分のこうm句を追加
納付書作成の際のミスを減らすため

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

想定される除外条件への追加について、WTにて必要性を確認する。

<確認事項>
想定される除外条件への追加の要否について、ご教示ください。

問題ありません。
項番（C281セル）は「3.1.1.」ではなく、「6.1.1.」
の認識です。

当市のシステムは執⾏停止処理を掛けていると、納付
書の出⼒は特別な操作をしなければ出⼒できない。
現在使⽤のシステムはアラート機能が付加されるよりも
良い機能であると認識している。

現状の運⽤では、執⾏停止等が入⼒されてから、翌
年の滞納繰越で調定が落ちるまでの間、納付書は発
⾏できるがアラートが出るようになっています。除外条
件に追加する必要があると考えます。

アラート機能⾃体はよいのですが、⾃治体によって何を
警告対象とするのかは考え方が異なると想定されます
ので、パラメータで設定できるように記載した方がよいと
考えます。（例えば私としては執⾏停止中のものは納
税義務が消滅しているわけでもないのでアラートする必
要はないと考えます。）

追加することに異議はありません。
執⾏停止・処分の追加は必要と考える。理由はア
ラート等通知されることにより処分と納付の⼆重払いの
可能性が低くなると考えるため。

どちらかと⾔えばあったほうがよいです。（連番９参
照） 追加 除外条件に追加する。

174 283 収納管理 3.2.1 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒
〔要件の考え方・理由〕
充当入⼒の詳細を管理し、処理⽇を納付⽇とし
て⾃動で反映されることとしている。

〔要件の考え方・理由〕
充当入⼒の詳細を管理し、処理⽇を充当適状
⽇として⾃動で反映されることとしている。

延滞⾦の計算は充当適状日までであるので、納付⽇ではなく充当適状日で反映され
るべきである。

④︓スクラッチ開発で
実装 優先度4 変更なし 共有・報告 充当適状⽇に修正する。 問題ありません

延滞⾦の計算について考えるなら「充当元・先の納付
⽇を充当敵状⽇に充当元・先の収納⽇（公⾦⽇）
を処理⽇として⾃動で反映される」が適切と考えます。

修正 対応方針の通りとする。

854 297 収納管理 3.2.3 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額の過誤
納について、当該年度の均等割額へ⾃動充当さ
せる機能の追加

⑧︓業務精度向上
賦課決定と同時に、充当が確定するため、賦課システムとの情報連携が必須となり、処
理が漏れた場合には納税者へ督促状等の納付書が送付され、過誤納が発⽣するリス
クが高くなる。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
に過誤納が発⽣した場合に、当該年度の均等割
り額へ充当処理を⾃動で⾏う。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 変更なし 共有・報告 3.2.2.「個⼈住⺠税の株式配当割・株式譲渡割を一括充当できること。」を定義済み。
※一括充当→充当に修正する。 問題ありません 修正 対応方針の通りとする。

2959 304 収納管理 3.2.6. ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 充当をした対象の税目、期別へ法令どおり還付加
算⾦の反映ができること。

業務フロー（4.3.）は、「還付加算⾦の算出→
充当処理」の順であるが、機能要件では、「充当
をした対象の税目、期別へ法令どおり還付加算⾦
の反映ができること。」と順番が逆である。
機能要件は、還付加算⾦ではなく、延滞⾦の反
映でしょうか。

①︓地⽅税法（法
律・政令・省令）への
準拠・外部機関
（eLTAX 等）への
対応

機能要件にある「充当をした対象の税目、期別へ法令どおり還付加算⾦の反映ができ
ること。」は、どのように反映されるのでしょうか。

はじめに還付加算⾦を算出し、算出された還付
加算⾦について充当処理を⾏うことを想定してい
る。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度1 修正 共有・報告 業務フローの通りの運⽤を想定しているため、機能要件の記載を下記の通り修正する。
「充当をする対象の税目、期別へ法令どおり還付加算⾦の反映ができること。」 問題ありません

フローと機能要件との表現の正確性の問題であるな
ら、運⽤想定のとおり、「充当においては、法令通りの
還付加算⾦を追加した⾦額を充当できること。」のよう
に変更してはどうでしょうか。

修正 対応方針の通りとする。

3166 356 収納管理 3.3.4. ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

3.3.4. 歳入還付・歳出還付の判定
（下記が削除）
会計年度末までに納入された滞納繰越分に係る
税の過誤納⾦が、出納整理期間中に発⾒された
場合は、旧年度の歳入から戻出し還付すること。

3.3.4. 歳入還付・歳出還付の判定
（実装してもしなくても良い機能として復活すべ
き）
会計年度末までに納入された滞納繰越分に係る
税の過誤納⾦が、出納整理期間中に発⾒された
場合は、旧年度の歳入から戻出し還付すること。

④︓現⾏事務処理・
現⾏機能の踏襲

第2.0版への改訂理由(第1.0版の変更点)に
「・事業者意⾒及び税務システム標準化等検討会での議論を踏まえ、出納整理期間
中の取扱いは地方団体ごとに運⽤が異なることから記載を削除した。」と記載されてお
り、記載を削除されれば実装してはいけないになるので、実装してもしなくても良い機能
していただきたいです。

会計年度末までに納入された滞納繰越分に係る
税の過誤納⾦が、出納整理期間中に発⾒された
場合は、旧年度の歳入から戻出し還付することが
できる想定。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度4 要検討 共有・報告 対応不要とする。APPLICで選択可という回答があった場合には追記する。

問題ありません
現⾏システムでは賦課年度、歳入年度、収入年⽉
⽇から歳入／歳出を⾃動で判定し、歳入／歳出を
変更することはできません。必要に応じて決算繰越処
理後に還付処理をするなどの対応をしています。

実際の運⽤はそうであっても、会計上閉めた後に戻出
するような機能を明記することは法律上問題があるよ
うに考えます。

機能要件に記載が必要かどうかわかりませんが、当市
では出納整理期間中は旧年度の歳入から戻出し還
付しています。

修正
対応方針の通りとする。また、APPLICに確認したところ、一部のベンダにて「選
択できること」が実装できそうであることが確認できたため、「選択できること」を実
装してもしなくても良い機能として追加する。

3131 365 収納管理 3.3.8 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ー

公⾦給付支給等受取⼝座を活⽤した公⾦給付
の実施に向けて、給付を⾏う際に⼝座情報登録
システムから公⾦受取⼝座情報を取得した上で、
住⺠に支給を⾏うこととなるため、公⾦受取⼝座
に対応した仕組みの構築が必要。

①︓地方税法（法
律・政令・省令）への
準拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

根拠法令︓「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯⾦⼝座の登録
等に関する法律」
根拠︓厚⽣労働省事務連絡「公⾦受取⼝座を活⽤した公⾦給付の実施に向けて」
等

⼝座還付の際に利⽤。 ③︓現⾏システムでは
使⽤していない機能 優先度1 要検討 共有・報告 機能要件に実装すべき機能として追加する。 問題ありません 追加 対応方針の通りとする。

858 378 収納管理 4.1.3. 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ ⑤︓過剰な要件

法⼈の「機能要件2.3.6.2 都道府県連携・申告是認 課税標準額通知データによる
申告是認（一括処理）」では、「法⼈税における重加算税対象税額が管理でき、収
納管理システムへ連携されること。」について、「実装してもしなくても良い機能」に変更さ
れています。
改訂理由としては、「当初、延滞⾦の計算に係る当該項目について、地方団体内の
収納担当者に情報を伝達することで、延滞⾦計算時の注意喚起を促す意図で実装
すべき機能としていたが、都道府県連携・申告是認の処理全体が実装してもしなくても
良い機能であり、当該機能はそれに付随する運⽤のため、同様に実装してもしなくても
良い機能へと変更するもの。」となっています。

重加算税については、収納にも「機能要件4.1.3.1 延滞⾦処理 申告税」があり、重
加算税の有無を考慮した延滞⾦計算ができることと記載されており、「実装すべき機
能」として定義されています。
法⼈側では、重加算税対象税額を当初実装すべき機能としていたのは「地方団体内
の収納担当者に情報を伝達することで、延滞⾦計算時の注意喚起を促す」という意図
があったようですが、収納側で重加算税の有無を延滞⾦計算の条件とする必要はあり
ますでしょうか。
また、法⼈側が重加算税に関する項目について「実装してもしなくても良い機能」となっ
ているのにも関わらず、収納側で「実装すべき機能」となっているのは⽭盾しているため、
重加算税の有無については削除いただくか、「実装してもしなくても良い機能」に変更い
ただきますようお願いいたします。

優先度2 法⼈ 修正 共有・報告 意⾒の通り、収納も実装してもしなくても良い機能とする。 問題ありません 修正 対応方針の通りとする。

優先度業務内
連番

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
業務

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約分類⽤フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番 現⾏システム区分
（選択肢から選択）項番 枝番 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運⽤想定
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修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、
変更なし、要検討）

構成員確認（WT）要
否

（共有・報告/意⾒聴
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、
変更なし、要検討）

修正内容
優先度業務内

連番

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
業務

（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約分類⽤フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番 現⾏システム区分
（選択肢から選択）項番 枝番 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運⽤想定

312 384 収納管理 4.2.1 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

納期限から指定期間以上経過している 未納及び
 延滞⾦未納本税及び未確定延滞⾦、確定延滞
⾦のみの滞納がある収納情報のうち、督促状が未
発布であるものを抽出（一覧及びCSV)できるこ
と。
抽出条件、抽出除外条件が任意に設定できるこ
と。申告税・賦課税・特別徴収分でそれぞれ抽出
条件を設定できること。

〜略

本税未納及び延滞⾦未納について、速報（仮
消込）額を含めた状態で計算されていること。

納期限から指定期間以上経過している 未納及び
 延滞⾦未納本税及び未確定延滞⾦、確定延滞
⾦のみの滞納がある収納情報のうち、督促状が未
発布であるものを抽出（一覧及びCSV)できるこ
と。
抽出条件、抽出除外条件が任意に設定できるこ
と。申告税・賦課税・特別徴収分でそれぞれ抽出
条件を設定できること。

〜　略

本税未納及び延滞⾦未納について、速報（仮
消込）額を収納済とみなした状態で計算されてい
ること。
仮消込状態の⾦額を収納済とみなす・みなさない
について、納付チャネルごとにパラメータ等で選択で
きること。

④︓現⾏事務処理・
現⾏機能の踏襲

速報データは収納済額とした未納額を計算する。
現在の表現では、速報（仮消込）額を何に含めるか不明瞭なため、追記する。
収納済とみなすかは⾃治体により運⽤が異なるため、パラメータで設定できるようにす
る。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度4 要検討 意⾒聴取

一般的な運⽤ではないと考えられるが、WTにて確認。

<確認事項>
督促状発⾏の際の延滞⾦計算において速報データを収納済みとするかどうか、現在の運⽤をご教示ください。

現⾏システムでは速報、確報、未消込データを納付
額に含めて抽出するかどうかを任意で設定できます。
（パラメータ設定可能）

督促状の⾦額に延滞⾦は確定していないため、加算
はしていない。
なお、督促状発⾏の可否判断に速報データは収納
済みとしている。

現状では運⽤していない

督促状発⾏の際に速報で本税が完納となった場合、
督促状は発⾏されませんが、速報値では延滞⾦の計
算は確定せず、確報が入った段階で延滞⾦が確定す
るような運⽤となっています。なので、督促状発⾏の際
の延滞⾦計算においては、速報データを収納済みとは
していません。

現在の運⽤では、速報中である場合、督促状出⼒
対象から除外されている。（確報取り込み後、一部
納付であった場合には、⼿動又は次回のバッチで督
促状を発⾏する。）

本市では、現状システムから督促状に延滞⾦を出⼒
することができません。なお、本税については仮消し込
みを反映されています。なお延滞⾦のみの督促状はエ
クセルで作成しています。

当市の現在の運⽤では、督促状発送時は延滞⾦計
算を⾏っていません。

本市の運⽤では速報データは収納済とみなしていな
い。

速報データを収納済みとして運⽤しています。ただし、
延滞⾦の額は変動するため、督促状に表示していま
せん。

修正 収納済みとするかどうかは団体によって異なっており、パラメータ設定可能な団
体もあるため、意⾒の通り修正する。

1971 388 収納管理 4.2.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 死亡者も抽出除外対象としたい。 ⑧︓業務精度向上 現状システム上で抽出し、除外対象とできているため。 左記同様
①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

死亡者の取扱いについてWTにて確認する。

<確認事項>
死亡者について、現在は想定される抽出条件としていますが、抽出除外とすべきかどうかご教示ください。

現⾏システムでは死亡者も含めて抽出し、抽出結果
から死亡者を表示して個別に発布する／しないを設
定します。相続先が特定されているものについては、督
促状送付先を設定して再発⾏します。

当市の事務上の運⽤としては、除外としていないた
め、カスタマイズ対応と考える。

死亡者にも発送している
相続⼈等からの反応があると滞納整理につながるため

当市では、死亡者は抽出されたうえで、死亡者宛に
発送される督促状についてはエラーリストとして挙がるよ
うになっています。4.2.3の機能で発⾏される死亡者の
相続⼈等宛の督促状は発⾏される必要があるため、
抽出対象とすべきではと考えます。

抽出除外とせず、死亡者リストの出⼒での対応とす
る、 現⾏では、死亡者は除外対象にはなっていない。

⾃治体ごとに実際の運⽤が異なることから、抽出除外
するかどうかを設定で決められるようにすれば問題ない
と考えます。なお、本市では死亡者を別に抽出してそ
のうち督促状を送る必要のないものを選定して個別に
発送停止登録を⾏っています。

運⽤上、死亡者も抽出対象とすべきと考えます。
相続⼈代表など、死亡者本⼈以外の宛名が設定さ
れていないのであれば抽出除外条件に加えたほうが良
いと考える。

当市では抽出条件としています。
機能要件では「抽出条件、抽出除外条件が任意に
設定できること。」とされているので、各⾃治体が状況
にあわせて対象か除外かを設定すればいいのではない
でしょうか。

代表相続⼈等が定まっていない死亡者へは督促を送
らないことも考えられるので、抽出除外条件にも必要と
考えております。

変更なし 団体により運⽤が異なっており、浜松市意⾒の通り死亡者リストでの対応で可
能と考えられるため、追加しない。

1797 398 収納管理 4.2.3. 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
死亡者においては、課税情報で登録された 代納
 設定者相続⼈または相続⼈代表者に対して督
促状を出⼒できること。

①死亡者においては、課税情報で登録された 代
 納設定者相続⼈または相続⼈代表者、納税管
理⼈の設定がある場合は納税管理⼈、法⼈が解
散した場合は清算⼈、破産管財⼈等に対して督
促状を出⼒できること。
②送付先設定された対象者については、送付先
に対し送付する。

①︓地⽅税法（法
律・政令・省令）への
準拠・外部機関
（eLTAX 等）への
対応

①は詳細に記載するのであれば、列挙したほうが良いと考えたため、追記した。
②は列挙より柔軟に対応できる表現とした。 プログラム内で優先順位をつけて印字させる。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度1 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。 問題ありません

督促は処分であるため、システム上では宛名はあくまで
相続⼈（相続財産管理⼈は相続⼈と同等という認
識）で、送付先として納税管理⼈等が印刷されるべ
きと考えます。また、法⼈の解散は死亡者とシステム上
判定できないの、清算⼈等を送付先として対応せざる
を得ないと考えます。

修正 対応方針の通りとする。

1798 399 収納管理 4.2.3. 2 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 返戻に対応するため、宛名番号などのキー情報を
バーコード化して出⼒できること。

返戻に対応するため、宛名番号などのキー情報を
バーコード化などして出⼒できること。 ⑦︓業務効率化 当⾃治体ではQRコードを利⽤し、省スペース化を図っているため。また、バーコード、QR

コード以外の新しい技術に備え、「など」を追記していただきたい。 運⽤上影響なし。
②︓現⾏システムでカ
スタマイズを実施してい
る機能

優先度2 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。
考え方理由にもQRコードの補⾜をする。

問題ありません
帳票レイアウトおよび諸元表に返戻⽤のコード（整理
番号）が半角⽂字で定義されているため、バーコード
やQRコードを想定した仕様に変更が必要と判断しま
す。

QRコード印字に関して、共通納税の対象税目拡大
対応において、「eL-QR」との併記について、⾦融機
関窓⼝での納付における読取を確実に⾏うために、窓
⼝で回収される券面部分（済通片・原符片）に独
⾃のＱＲコードを印刷することはできない、とされていま
す。（納付書作成ガイドライン）

修正 対応方針の通りとする。

1294 402 収納管理 4.2.4 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

督促状出⼒後、発送までの期間に引き抜き条件
に該当するものについて、引き抜きリストが出⼒で
きること。また、任意にも引き抜きできること。

督促状出⼒後、発送までの期間に引き抜き条件
に該当するものについて、引き抜きリストが出⼒で
きること。また、任意にも引き抜きできること。
未納額に変更があったものに対して、⾦額変更後
の督促状が出⼒できること。

⑧︓業務精度向上 分納中の一部納付や一部充当に対する想定がないため、業務フロー含めて修正願い
たい

督促状出⼒後、発送までの期間に一部納付が
あったものに対して、⾦額を変更した督促状を出
⼒する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

督促状の再出⼒で対応可能と想定するが、WTにて構成員の運⽤を確認する。

<確認事項>
意⾒の様な運⽤は督促状の再出⼒で対応可能と想定しますが、現在の運⽤をご教示ください。

現⾏システムでは引抜きした対象を個別に⾦額変更
して発⾏することができます。

督促状の引き抜きは出⼒後、市役所の窓⼝で納入
したもののみとしている。
必要であれば、再出⼒で対応している。

意⾒と同様の運⽤

当市では、督促状の発⾏の際、納期限を指定して、
督促状発送者を抽出し、全件分の督促状を圧着は
がきで印刷を⾏い、圧着するという流れで作業していま
す。この作業に必要な印刷機・圧着機は市役所内に
１台しかなく、また、督促状の印刷データを個別に作
成することもできないため、再発⾏する際の⼿間が大き
く、印刷機の仕様上、１枚だけ印刷しようとしても、前
後に３・４枚分の空白が印刷されるため、紙の無駄も
大きいです。そのこともあり、当市では督促状の印刷の
翌⽇に発送する運⽤を⾏っているため、印刷後、発送
までに納付されたものについては、本⼈から領収証の
提示があるなどの場合を除き、引き抜き・差し替えを
⾏っていません。
当市では⾏いませんが、督促状発送までの期間に分
納・一部納付等の消込または仮消込がされた場合は
督促状印刷データの再抽出→再出⼒で対応できると
思います。

督促状出⼒処理から引抜処理までの間に一部納付
があった場合、現⾏では⾦額変更の対応は⾏ってい
ない。
再出⼒⇒差し替え対応で可能だと思われる。

本市では再発⾏で対応しています。また、今更で申し
訳ありませんが、要件の「任意に引き抜きできること。」
の意味が分かりません。すでに出⼒しているのですから
抜き取りは物理的な問題であるように思われますが、
システム上で何か⾏う必要があるのでしょうか。抜き
取ったのもの督促状発⾏履歴を削除するという意味な
のでしょうか。

必要に応じて引き抜きし納付書送付の対応を⾏って
います。督促状再出⼒は⾏っていません。

督促状出⼒後に一部納付があった場合は、督促状
の再発⾏する運⽤を⾏っています。

分納や充当による一部納付の引き抜きは、納付後に
未納額の有無を確認し、未納がある場合は督促状を
再作成し送付しています。

変更なし 引き抜き後の再出⼒で対応可能との意⾒が多数のため、追加しない。

1972 403 収納管理 4.2.4 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 引き抜き条件に死亡者を入れる。 ⑧︓業務精度向上 現状システム上で抽出し、引き抜き対象とできているため。 左記同様
①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

死亡者の取扱いについて、WTにて確認する。

<確認事項>
引き抜き条件に死亡者を入れるかどうか、現在の運⽤をご教示ください。

現⾏システムでは引き抜き条件に死亡者は含まれて
いません。（前工程でのぞく仕様

当市の事務上の運⽤としては、除外としていないた
め、カスタマイズ対応と考える。

死亡者にも発送している
相続⼈等からの反応があると滞納整理につながるため

死亡者宛に送付される死亡者分の督促状は引き抜
き対象とされるべきと考えます。 現⾏では、死亡者は引抜対象にはなっていない。 1971　4.2.1に同じ 引き抜き条件に死亡者は入れていません。

引き抜き条件に死亡者は入っていません。ただし、出
⼒後に抽出することができるため、実質引き抜き条件
に死亡者があるような運⽤になっています。

当市では、引き抜き条件に死亡者は含まれていませ
ん。ただし、過去にすでに返戻がある等により発送しな
い死亡者については、督促状作成前に不作成コード
を入⼒しています。
引き抜き条件とするか否かについては、⾃治体の状況
に合わせて任意に設定できるようにしていただきたいで
す。

変更なし No1971と同様にリストで対応できると考えるため、追加しない。

9 434 収納管理 6.1.1. 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

＜主なエラーまたはアラート＞
・未納及び滞納がない納税義務者
・⼝座振替登録がある納税義務者
・仮消込情報がある納税義務者
・当初賦課処理後、納入通知書が発送されるま
での間の現年度分
・分割納付者
・納税通知書が返戻となっている納税義務者
・税額更正後、更正通知書が発送されるまでの
間の現年度分
・不能⽋損分

＜主なエラーまたはアラート＞
・未納及び滞納がない納税義務者
・⼝座振替登録がある納税義務者
・仮消込情報がある納税義務者
・当初賦課処理後、納入通知書が発送されるま
での間の現年度分
・分割納付者
・納税通知書が返戻となっている納税義務者
・税額更正後、更正通知書が発送されるまでの
間の現年度分
・不能⽋損分　⇒不納⽋損分（誤字）
・執⾏停止分
・時効到来分

⑧︓業務精度向上 ＜主なエラーまたはアラート＞　について、主なとある為代表的なものを記載していると推
測されるが、追加考慮願いたい。

執⾏停止分、時効到来分については徴収しない
ケースが想定されるので、エラーあるいはアラートで
発⾏回避する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

主なエラーまたはアラートへの追加について、WTにて必要性を確認する。

<確認事項>
執⾏停止分、時効到来分をエラーアラートに追加すべきかどうかご教示ください。

完全に発⾏できないよう制御するべきではないが、ア
ラート表示で警告する機能は必要と判断します。ま
た、要件の表現について具体性を示すため、「主な」
の表現は除き、必要な要件があれば補器いただけると
良いと思います。

当市のシステムは、基本出⼒できない設定となてい
る。
エラーアラート対応でよいのかが疑問

追加すべきだと思う

現⾏のシステムでは、執⾏停止分・時効到来分につ
いて、どちらも不能⽋損処理が確定するまでの間納付
書発⾏画面に出てくるようになっており、発⾏しようとす
るとエラーが出るようになっています。
当市では、不能⽋損処理は年度末に年１回しか⾏
わないため、当該エラーアラートは必要と考えます。

時効分のアラートは適当と思いますが、執⾏停止は納
税義務が消滅したわけでもないことから不要であると考
えます。また、今回のことと関係ありませんが、「出⼒の
際、納付額（本税、延滞⾦）、宛名を変更して出
⼒できること。」とありますが、このように記載するなら督
促⼿数料も列挙するべきではないでしょうか。

アラート表示は追加すべき機能と考えます。 執⾏停止分、時効到来分については、誤った納付書
発⾏を防ぐためにも追加したほうが良い。

どちらかと⾔えばあったほうがよいです。
（現状は、⽋損はエラーとなり表示されない。時効、
執⾏停止中はエラーもアラートもなし）

追加 主なエラーまたはアラートに追加する。

821 440 収納管理 6.1.3. ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

略
マルチペイメント使⽤期限は任意に設定できるこ
と。
略

略
マルチペイメント使⽤期限はシステムで初期設定さ
れ、かつ、任意に変更できること。
略

⑦︓業務効率化 使⽤期限をシステムで初期設定できるようにする。使⽤期限が初期設定されず⼿動入
⼒する場合、業務が煩雑になる。また⼿動入⼒による設定誤りの可能性が高まる。 MPN様式再発⾏件数︓年間17,000件程度。

②︓現⾏システムでカ
スタマイズを実施してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

WTにて構成員の運⽤を確認する。
APPLICへも実現可能性意を確認する。

<確認事項>
マルチペイメント使⽤期限の設定について、現在の運⽤をご教示ください。

現⾏システムでは、再発⾏納付書発⾏指示画面に
支払期限を初期表示されます。（コンビニ、クレジッ
ト、MPN兼⽤）
・初期表示される支払期限は納期限管理と併せて管
理しており、次年度納期限登録の際に設定していま
す。納期未到来はこの参照値を再発⾏納付書発⾏
指示画面に初期表示します。
・納期到来期別については、パラメータで設定した⽇
数を参照し、発⾏当⽇からX⽇後を支払期限として
初期表示します。

運⽤していない。 発⾏⽇から２年が使⽤期限

当市では納期未到来の場合は法定納期限が、納期
到来分の場合は発⾏⽇から14⽇後の⽇付が初期設
定され、任意で変更できるようになっています。現状と
同様の運⽤ができることが望ましいです。

運⽤していません。 現⾏、マルペイに対応していない。 本市では初期設定値で期限が印刷されます。 帳票を発⾏した⽇の２年後 マルチペイメントを導入していない 現在、MPNに対応しておりません。 修正

・初期設定ができない場合、処理の度にパラメータ指定が必要であり、設定ミ
スが発⽣し納付できないリスクが高まるため、実装すべき機能として定義する必
要があると考える。
・指定期限、コンビニバーコード使⽤期限、MPN使⽤期限はそれぞれ設定で
きることとする。
※コンビニバーコード使⽤期限
コンビニで夜12時前に納付される際に、ギリギリ納付できなかった場合 等を考
えて、指定期限＋１⽇にする等、実際の期限と必ずしも一致しない。
※マルチペイメント使⽤期限
収納代⾏業者の方に送付する消込期限年⽉⽇のことを指す。

→使⽤期限の初期設定について、実装すべき機能として定義する。なお、設
定の仕方は「帳票発⾏⽇から●年後」・「納期限の●⽇後」のいずれかから
選択可能とする。

752 449 収納管理 6.1.9 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒
検査不要な⾞種や発⾏時点で過年度滞納があ
る場合は、備考欄に軽⾃動⾞継続検査証が無
効である旨を出⼒できること。

検査不要な⾞種や発⾏時点で過年度滞納（附
帯⾦の滞納も含む）がある場合は、備考欄に軽
⾃動⾞継続検査証が無効である旨を出⼒できる
こと。

①︓地方税法（法
律・政令・省令）への
準拠・外部機関
（eLTAX 等）への対
応

地方税法第一条の十四 延滞⾦のみの未納だけであっても軽⾃動⾞継続
検査証が無効となる。

②︓現⾏システムでカ
スタマイズを実施してい
る機能

優先度1 修正 共有・報告 延滞⾦・督促⼿数料も含む旨を追記する。 問題ありません 未納については軽⾃動⾞税のみとしているため（延滞
⾦・督促⼿数料は含まない） 修正 対応方針の通りとする。

1733 462 収納管理 6.2.5 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

マルチペイメントネットワーク,クレジット、スマホ払い
で納付したものに、継続検査⽤納税証明書が一
括または個別で出⼒できること。（⾦融機関から
の一括伝送分は除く）

マルチペイメントネットワーク,クレジット、スマホ払い
で納付したものに、継続検査⽤納税証明書が一
括または個別で出⼒できること。（⾦融機関から
の一括伝送分は除く。ただし、２輪⾞の納税証
明書のみ一括または個別で出⼒できること。）

⑥︓住⺠サービス向上
今後、軽⾃動⾞税の納付に際し、ＱＲコードを活⽤した納付がなされた場合、２輪⾞
に関する継続検査⽤の納税証明書の発⾏を求められるケースが存在すると思われるた
め、一括またはオンラインでの出⼒が可能となる機能は実装していただきたい。

必要に応じ、市⺠から継続検査⽤の納税証明書
の発⾏を求められた場合には、郵送または窓⼝で
直接交付することができるようにシステムから証明
書を出⼒する。

①︓現⾏システムで
パッケージ標準で実装
している機能

優先度2 削除 共有・報告 納付チャネルに関わらず必要に応じて個別に出⼒できる旨を追記する。

⽤途に応じて納付方法や⾞種ごとに個別／一括発
⾏できる機能は有⽤と判断します。
意⾒の要点は「２輪⾞の納税証明書のみ一括また
は個別で出⼒できること」、「⾦融機関からの一括伝
送分は除く」と読み取れます。
念のため、追記する点について発信者にご確認いただ
いた上でご検討ください。

削除 対応方針の通りとする。

1541 490 収納管理 8.1.1. ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒
＜滞納システムから連携される情報＞
・充配当データ（充当額、充当先の税データ（税
目、期別、⾦額等）等）

充配当データについては、データ作成以外の方法
も想定しているので、それらのときは連携しないこと
を付記してほしい。

⑧︓業務精度向上 滞納管理システムの2.8.12.1における要件の考え方と合うように、表現の修正を求め
る。 優先度2 滞納 修正 共有・報告 滞納管理システムの2.8.12.1の考え方理由を本要件にも記載する。 問題ありません 不明

データ作成以外の方法としては消込⽤納付書を印刷
して対応することが考えられるが、結局は納付書から
収納システムへの消し込みデータを作成するので、デー
タの作成方法が異なるだけでシステム上の仕組みは変
わらないのではないでしょうか。

修正 対応方針の通りとする。

220 498 収納管理 8.1.2 3 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ -

減免および免除のため調定が発⽣していない⾞両
についても軽⾃動⾞税納付確認システム（ＪＮ
ＫＳ）へアップロードする納付情報を作成できるこ
と。

①︓地⽅税法（法
律・政令・省令）への
準拠・外部機関
（eLTAX 等）への
対応

減免のため調定が発⽣していない⾞両についても、軽⾃動⾞税納付確認システム
（ＪＮＫＳ）へ納付情報を提供することで、納税証明書なしで継続検査が受けられ
るため。また、減免⾞両に関する情報を１台ずつ⼿でＪＮＫＳに入⼒する作業は現
実的でないため。

減免の⾞両について継続検査⽤納税証明書取
得のため所有者を来庁させたり、郵送する作業が
発⽣しないようＪＮＫＳへ登録する。

③︓現⾏システムでは
使⽤していない機能 優先度1 修正 共有・報告 「未納（課税保留含む）が無いかを総合判断」を「未納（課税保留含む）が無いか等を総合判断」に修正し、考え方理由に、減免、

課税免除等により調定が発⽣していない⾞両についても総合判断する旨を追記する。 問題ありません

確認ですが、本件のような機能をを収納側で実装しよ
うとすれば、０円調定に対して滞納がありませんと判
断させるようになるように思われます。その場合賦課側
で０円調定を収納側に連携させる必要があるように
感じますがどのように対応される想定でしょうか。また、
そもそもそのような判定がJNKSでは可能な仕様になっ
ているのでしょうか。

修正 対応方針の通りとする。
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③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意⾒【収納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

2918 6 収納管理 帳票要件 3 収入集計表 ー ー ③︓要件削除 ①︓新規意⾒ ⽉次や年次で抽出条件を指定して出⼒できるこ
と。 左記削除 ⑤︓過剰な要件

消込前に確認するための帳票であって、⽉次、年次での抽出は過剰機能と考えているため。

収入集計表の⽤途は消込前となっていることより⽉次、年次で出⼒することは業務フロー上も想
定できません。
⽉次、年次での把握については、消込後の「No.6　消込集計表」を利⽤するものかと考えます。

⽇次の消込データを消込前に確認する想定。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。 対応方針に同意です。 ＮＯ.6消込集計表は、「⽇次」を追
記。 修正 対応方針の通りとする。

2940 39 収納管理 帳票印字項目・諸元表 31
⼝座振替開始
（変更）通知
（汎⽤紙）

25 通知書番号 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ ⑧︓業務精度向上

「機能要件2.2.1.1 ⼝座情報管理」では、期別、通知書番号が削除され、「機能要件
2.2.1.3 ⼝座情報管理」では、実装してもしなくても良い機能として通知書番号が追加されて
います。
諸元表・帳票レイアウトには、通知書番号が存在しますが、該当機能要件の通知書番号のこと
を指しているのでしょうか。
もし想定通りの場合、実装していない場合は、通知書番号は枠だけ⽤意するような形になり、違
和感がある帳票となるのではないでしょうか。

優先度2 変更なし 共有・報告 内容に「通知書番号の指定がある場合に出⼒」としている。その他の項目でも表示非表示を選択できるものもあるためそのままとする。 対応方針に同意です。 変更なし 対応方針の通りとする。

484 44 収納管理 帳票印字項目・諸元表 32
⼝座振替開始
（変更）通知書
（圧着ハガキ）

33 注意事項 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ ⼝座振替による納付について（注意事項）
（以下、略）

⼝座振替による納付について（注意事項）
（以下、当市の実情に沿って編集） ⑥︓住⺠サービス向上

この項目は、帳票印字項目・諸元表では「登録した⽂字列を出⼒」とされているが、帳票要件
では「プレプリント部分」となっており、編集できるのかどうかが分からない。
「開始⽇以降であっても、随時期分は⼝座振替対象外である」など、当市の実情に沿ったものに
編集できるようにしていただきたい。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 共有・報告 指摘の通りプレプリント部分は各地方団体で定義するもので標準化対象外のため、項目を削除する。 対応方針に同意です。 修正 対応方針の通りとする。

483 81 収納管理 帳票レイアウト 37
⼝座振替不能通
知兼納付書（圧
着はがき）

18 帳票本⽂ ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ あなたの市税につきましては、⼝座振替できません
でしたので、本通知書にて、至急ご納付ください。

あなたの市税につきましては、⼝座振替できません
でしたので、本通知書にて、納期限（または取扱
期限）までにご納付ください。

⑥︓住⺠サービス向上
「至急」を「納期限（または取扱期限）」に⾒直してほしい。
もしくは、領収済通知書の項目番号24の帳票本⽂と同様に、本⽂の内容については編集可能
としていただきたい。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 共有・報告 ⽂章はそのままで編集可能とする。 対応方針に同意です。 修正 対応方針の通りとする。

2917 142 収納管理 帳票要件 47 ⼝座振替廃止通
知 ー ー ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ⑦︓業務効率化 ⼝座振替廃止通知発⾏リストを追加していただきたい。 ⼝座振替廃止通知と同一の対象者を出⼒し、対象

者の確認ができるようになる想定。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 共有・報告 ⼝座振替廃止通知発⾏リストを実装してもしなくても良い帳票として追加する。 問題ありません。 どちらでもよいです。 追加 対応方針の通りとする。

2931 163 収納管理 帳票要件 70
⼝座情報継続使
⽤可否確認チェッ
クリスト

③︓要件削除 ①︓新規意⾒
固定資産の所有者変更、持分割合変更等が⽣
じた納税義務者について、既に登録してある⼝座
情報での振替可否を確認するためのチェックリスト

⑤︓過剰な要件

固定資産の所有者変更、持分割合変更は、固定の情報を参照することになりますが、連携要
件の固定資産税賦課情報を確認してみても、実装できると思えません。
また、帳票概要の説明だけでは、運⽤の考え方・理由や根拠が分からず、どのような情報を出⼒
すればよいのか不明確であり、意図を読み取れませんでした。
実装すべき機能であるべきなのか、収納管理で実装すべき機能なのか、実装する場合はどのよう
な実装をするべきなのか判断するためにも、詳細をご教授ください。

例︓
固定資産の所有者変更、持分割合変更等が⽣じた納税義務者が確認できればよい。
⼝座振替登録されている固定資産の所有者変更、持分割合変更分を抽出して、銀⾏へ⼝座
照会できる帳票である必要があるため、納税義務者の⼝座情報も確認できなければならない。
等。

※第2.0版への改訂理由に
「・事業者意⾒及び税務システム標準化等検討会で
の議論を踏まえ、帳票を新規に追加した。」
とありますが、APPLICから提出した意⾒でしょうか︖
確認できませんでした。

優先度4 固定 要検討 意⾒聴取

WTにて改めて必要性を確認。

<確認事項>
⼝座情報継続使⽤可否確認チェックリストについて、必須かどうか、どのように実装すべきかを改めてご教示ください。

現⾏システムでは該当するようなチェック
リストを発⾏する機能はありません。
（必須ではないという⾒解です）

意⾒の通り機能別連携仕様を情報で
は要件にあるようなチェックリストを作るこ
とは難しいです。

実現するには前年度当初処理時点の
所有者、持分割合と今年度の情報から
差分を抽出し、一覧化するものと考えら
れます。この場合、収納管理側で情報
を持っていないため固定資産税システム
側から作表できるかを検討した方が良い
要件と判断します。

要件追加の経緯をご確認いただき要否
を判断する案件と判断します。併せて実
現する場合は、実現方法を具体的に連
携仕様に反映いただきたい。

納税義務者が変更（持ち分変更含
む）となれば、従前の⼝座情報を引き
継ぐ必要はない。
チェックリストの必要性はないと考えるた
め、必須でなくともよい。

現在使⽤していない

固定資産の所有者変更、持分割合変
更等が⽣じた納税義務者について、宛
名情報、現在の⼝座情報、送付先や
連絡先等の情報が記載されたリストが
出⼒され、そのリストをもとに納税義務
者に⼝座情報の継続使⽤の可否を問
い合わせるものという認識でしたが、相違
ないでしょうか。
上記のリストであれば、必須だと考えま
す。

内容の判断が難しいため、是非の回答
ができかねます。現⾏のシステムではこの
ようなリストはありません。 必須ではない。

本機能は不動産等を主体に過去と現
在でどの管理番号が納税義務者かを検
索する必要があるため、賦課と収納が一
体であるシステムであれば可能しれない
が、一体でなければ収納側に不動産情
報を連携し格納する必要があることから
機能要件からは削除し、ベンダの便利
機能として実装するかどうかベンダが決め
ることが適当と考えます。

固定資産の所有者変更・持分割合変
更等により⼝座登録のある固定の納税
義務者の宛名が変更になった場合で、
⼝座登録の継続の意思があると判断で
きるケースにおいて⼝座情報を新宛名に
登録しなおす事務を⾏っており、その事
務に必要なため必須です。
現⾏システムにおいては、固定資産税シ
ステムのEUCで、前年度から宛名または
持ち分が変更になったもので⼝座設定
のある対象者を抽出しています。収納管
理システムで抽出できることにはこだわり
ませんが、いずれかのシステムで抽出でき
ることが必要です。

当市では左記に該当する納税義務者
は宛名番号が変更となり、⼝座振替か
ら現⾦納付に切り替わる。このことについ
て、課税前に通知を送付し⼝座振替を
再度⾏ってもらうよう依頼している。この
通知に直近の納税義務者の⼝座情報
の一部を記載する必要があるため、直
近の納税義務者の⼝座情報が確認で
きる必要がある。

修正

現⾏は、固定資産税システムからの出⼒となって
いる。固定資産税システムからの出⼒と収納管理
からの出⼒のどちらとしても問題ないが、本リストに
ついては業務上必要なリストと考える。

→本リストはEUC対応可能としており、固定資産
税システムで管理する所有者変更・持分割合変
更 等の情報や⼝座情報を突合することで対応可
能と考えられる。固定資産税側での実現も可能と
する旨を、備考欄に追記する。

2461 165 収納管理 帳票要件 71 過誤納⾦整理票 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒ 過誤納者ごとに過誤納⾦の収納情報、過誤納情
報、還付充当情報を一覧化した帳票。

過誤納発⽣⽇を範囲指定して出⼒可能であるこ
と ⑥︓住⺠サービス向上 納税者への還付を早めることができる。

一度に１か⽉分の還付充当処理をするとなると、膨大な時間がかかってしまうため

当市では、⽉の初旬と中旬にリストを出⼒し、還付充
当確認を⾏うとともに、中旬と⽉末の⼝座還付⽇まで
に処理を⾏う必要があるため

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度3 修正 共有・報告 出⼒条件に追加する。 問題ありません。

範囲指定ができないとシステム上に登録
されていれば１０年以上前の過誤納に
ついても出⼒されることになってしまうため
必要と考えます。

追加 対応方針の通りとする。

2222 166 収納管理 帳票要件 72 過誤納者リスト ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 代替不可 EUCで代替可 ⑦︓業務効率化

過誤納処理について収納担当課と課税担当課で連絡調整が必要な場合、帳票ベースでのや
りとりよりもCSVファイル等データでのやりとりの方が効率的に連絡を⾏うことができる。また、紙で
はなくデータでの処理とすることで省スペース化にも資する。
仮に代替不可とする場合でも、帳票と合わせて帳票と同内容のデータEUCで抽出できることが
望ましい。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 変更なし 共有・報告 WTにて代替不可としていたためそのままとする。

「EUCで代替可」でと判断します。
現⾏システムでは一覧表印刷、CSV出
⼒（EUC）に対応しています。
EUC不可とする場合は、この意⾒の回
答としてEUC不可能とする明示的な理
由を帳票概要に追記することを要望しま
す。

EUCで代替不可とは、必ずこの帳票を
紙（又はPDF等）で印刷する機能を
有しなければいけないという意味で、
EUCで同様の抽出処理を⾏ってはいけ
ないという意味ではないと認識していま
す。そのため代替不可であっても希望通
りの運⽤は可能と思われます。

変更なし 対応方針の通りとする。

647 198 収納管理 帳票印字項目・諸元表 77 還付請求書（郵
送） ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 振込先⼝座情報について振込先指定の欄のみと

なっている

記入された⼝座（本⼈⼝座のみを想定）を今後
の他税目の還付でも使⽤してよいか確認するチェッ
ク欄の追加

⑥︓住⺠サービス向上 同一納税義務者で複数税目で還付が発⽣する場合があり、振込先⼝座をあらかじめ指定して
いただくことで都度記入していただく⼿間が省けるため 本⼈⼝座のみを想定 ②︓現⾏システムでカスタ

マイズを実施している帳票 優先度2 要検討 意⾒徴取

WTにて必要性を確認。

<確認事項>
記入された⼝座（本⼈⼝座のみを想定）を今後の他税目の還付でも使⽤してよいか確認するチェック欄の追加することについて、現在の運⽤も含めご
意⾒をいただきたいです。

「実装してもしなくても良い機能」として
必要な地方団体で利⽤可能とする方
針が望ましいと判断する。

還付請求書は還付通知書が示す対象
科目についての伺いで、他科目について
は確認を取る様式となっていない。
還付振込の場合は還付が発⽣したタイ
ミングで変更される可能性があるため都
度振込先⼝座の確認をとっている。

当市ではそのような運⽤はしていない。
チェック欄があれば以後の事務の省⼒化
につながる。

現状使⽤していないが、あると良い

当市では、還付⼝座の問い合わせの際
に、過去に他税目での還付実績があっ
た場合、「返信がなければその⼝座に還
付する」旨の⽂章を追記して還付⼝座
の問い合わせを⾏っています。
たしかに、他税目の還付でも使⽤してよ
いかの確認欄があれば、還付⼝座問い
合わせの⼿間は減少すると思われます
が、例えば国保税であれば世帯主に課
税されるものの中身は同一世帯員のも
のであり、世帯主は国保ではないことも
あります。その場合に、実際は納税義務
者以外の者が納付しており、還付もそち
らにしてほしい、という申し出を受けること
も間々ありますので、トラブルの元になる
可能性も否めないと考えます。
還付⼝座問い合わせの際に、前回還付
⼝座の情報を記載し、前回⼝座と同じ
かそれ以外を選べるようにできれば記入
の⼿間は減らせるのではと思いました。

現⾏では、税目ごとの⼝座照会・登録
となっており、他税目での使⽤はしてい
ない。

本市にはありません。帳票のプレ印字で
対応する範囲であると考えます。

現在はそのような運⽤は⾏っていませ
ん。あると便利だとは思いますが、システ
ム上その意思をどう管理するのかが疑問
です。

現⾏システムではチェック欄がないため各
税目ごとに請求書を送付している。その
上で、納税義務者単独分の還付のみ
について確認するのであればチェック欄を
追加しても差し支えないと考える。

本市では、同一税目の場合の同一⼝
座への還付については、還付⾦振込依
頼書（還付⾦請求書）に、チェック欄
ではなく、「約定事項」として記載してお
り、同一税目に限定して使⽤していま
す。
他税目も可とした場合、納税義務者ご
との使⽤可否について、システムでは管
理できないため、提出された還付請求
書を都度確認する必要が⽣じます。本
市では還付件数が多いため、チェック欄
があると逆に混乱するので必要ありませ
ん。

変更なし 必須という意⾒はないため、追加しない。

861 199 収納管理 帳票レイアウト 77 還付請求書（郵
送） ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ⑦︓業務効率化 還付請求書の本税・督⼿・延滞⾦の表示。現⾏の仕様書案では合算された⾦額しか表示され

てなくて、支払い誤りの恐れがあるため。

本税と督⼿、延滞⾦については支払う科目が異なる。
標記されていないと、決裁や出納処理時に別添資料
を参照する⼿間が増える。また、請求書を分けるとな
ると請求者の⼿間が増えるため1枚に収めることが望
ましい。

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している帳票 優先度2 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認。

<確認事項>
本税・督⼿・延滞⾦の表示の必要性について、現在の運⽤をご教示ください。

問題ありません。

現⾏システムでは請求書に本税還付
額、督⼿還付額、延滞⾦還付額、加
算⾦を示しています。

請求書は合計⾦額のみの記載である
が、還付通知書に内訳が記載されてい
るため、不要である。

現状、本税・延滞⾦の表示あり

当市では、本税・督⼿・延滞⾦それぞ
れの還付額と合計を示した還付のお知
らせの通知を送り、「還付⾦⼝座振込
申出書」（還付先の⼝座・納税義務
者の宛名情報のみを記載してもらうも
の）を返送してもらいます。その後、本
税・督⼿・延滞⾦の詳細な⾦額や振込
⼝座、款項目等を記載している還付⾦
支払調書を作成し、決裁等還付処理
を⾏い、還付処理完了後、還付額を記
載した還付通知書を作成し納税義務
者へ発送するという運⽤を⾏っていま
す。
現在の運⽤のままならば、当該帳票を
決裁等には使⽤しない為、表示の必要
はありません。

還付請求書には合算の⾦額のみ記
載。

現在は、還付⾦額を表示していない
が、特に処理に影響はない。

会計上の問題で内訳を記載したいので
あれば本税、督促、延滞⾦のほか、還
付加算⾦、税目、賦課年度も記載する
必要があると考えます。別に資料をつけ
る必要がありますが、現在のままでよいと
考えます。

現在の還付請求書で本税・延滞⾦
（督促⼿数料の徴収は⾏っていませ
ん）の別の記載はありません。

現⾏システムでは還付の決済及び出納
処理時には還付請求書を⽤いず、シス
テム出⼒の還付CSVデータ等を⽤いる
運⽤を⾏っている。還付請求書を決裁
等に⽤いるのであれば必要な表示と考
えるが、代替案があればそのままでよいと
考える。

同封の還付通知で還付⾦額等の詳細
がわかるため、本市では還付請求書に
は還付⾦額を記載しておらず、決議番
号（過誤納番号）のみ記載していま
す。

変更なし 還付通知書には記載があり不要という意⾒が多
数のため、追加しない。

170 209 収納管理 帳票レイアウト 79 還付請求書 29~ 還付⾦情報 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ … 「■還付⾦情報」の欄の代わりにNo.36過誤納
番号情報の欄を追記する ⑥︓住⺠サービス向上 「■還付⾦情報」の欄の代わりに過誤納番号情報の欄を追記すれば、請求者情報や振込先

⼝座情報を複数枚に渡って納税者に記入してもらう必要が無い。 ④︓スクラッチ開発で実装 優先度4 ○ 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を検討。

<確認事項>
過誤納番号情報の追記の要否についてご教示ください。

１対象者へ複数枚に及ぶ請求書が発
⾏されるケースが多くないため、「実装し
てもしなくても良い機能」として必要な地
方団体で利⽤可能とする方針が望まし
いと判断する。

帳票レイアウト、諸元表には意⾒の通り
「過誤納番号」が定義されているため、
当意⾒は「過誤納番号」を⼿書きでき
る欄を設けるという趣旨として判断しまし
た。要件追記としては⼿書き欄であるこ
とを明示いただくと誤解がないと思いま
す。

当市の運⽤は複数枚記入提出しても
らってはいる。
不要である。

現状記入されていないため不要

税目ごとに還付先の振込⼝座を記入す
る必要があるならば、複数税目分の還
付をする際には過誤納番号が記載さえ
た還付明細と、過誤納番号を列記し、
１枚で⼝座記入が完結する還付請求
書が出⼒されることが望ましいと考えま
す。

修正後の意⾒とは、請求書から還付⾦
情報欄を無くし、複数年度に渡る還付
が発⽣した場合には、その過誤納番号
を羅列することを想定しているのでしょう
か︖そうであれば、還付処理の際に還
付⾦情報が必要なため、還付⾦情報
欄は残しておきたい。

現⾏では、同一税目内で、同一の納税
義務者に複数枚の還付通知書を発⾏
する際には、⼝座振込申請書（還付
請求書）は1枚に名寄せ（過誤納番
号を追記）して送付している。現⾏の
運⽤では、還付⾦額や賦課・課税年度
は還付請求書に表示されていないほう
が都合がよい。

確認なのですが、還付請求所は還付の
お知らせも兼ねている想定なのでしょう
か。（はがきのあて先が納税者になって
います。）そうであれば過誤納番号を追
記（ただし、それならQRのほうが効率
的と思われます。）することは問題ありせ
んが、置き換えることはできないと考えま
す。また、８６１とも関連しますが、過
誤納はどの単位で管理される想定でしょ
うか。（期別毎︖課税通知毎︖科目
毎︖）意⾒の内容からは複数の過誤
納番号を一枚の請求書にまとめたいとい
う希望があるように⾒受けられますが、そ
の場合何をキーに印刷する過誤納番号
を指定する想定なのでしょうか。

意⾒の意図がわかりかねるため、回答で
きません。

当方で保存している2.0版のレイアウト
では「過誤納情報」欄の下に「過誤納
番号」欄が記載されているが、それで事
⾜りると考える。なお、当市の現⾏シス
テムは過誤納⾦情報毎に過誤納番号
が付番されるため、追記してもしなくても
複数枚発⾏されている。

同上 変更なし

現在の運⽤では、還付請求書には明細を出⼒せ
ず、還付通知書への出⼒としている。還付請求書
には、決裁番号（＝過誤納番号）を出⼒してお
り、複数の還付情報がある場合には、複数の決裁
番号を出⼒している。複数の還付情報がある場
合に、納税者に複数枚に渡って⼝座情報等を⼿
書きいただくこととなるため、まとめての出⼒を可能
とする方が都合がよいと考える。

→以前の議論の中で、還付通知書について複数
の過誤納番号をまとめて記載したいと意⾒があがっ
ており、APPLICに確認を⾏ったところ、実装できな
い回答を受けている。還付請求書についても同様
に確認したところ、実装できない回答を受けたた
め、変更なしとする。

1700 224 収納管理 帳票レイアウト 101 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ ⑦︓業務効率化 督促状兼納付書の専⽤紙が税目ごとに提示されているが、この通りに実装されると税目ごとに⽤
紙在庫を持つ必要となりませんか。 優先度2 要検討 意⾒聴取

軽⾃動⾞税の⾞両番号を備考への記載とし、個⼈・固定と同様のレイアウトでも良いかWTにて確認。
法⼈は納付書も異なるためそのままとする。

<確認事項>
軽⾃動⾞税の⾞両番号を備考への記載とし、個⼈・固定と同様のレイアウトでも良いかご意⾒をいただきたいです。

問題ありません。

「督促状兼納付書（個⼈住⺠税）
（専⽤紙)  」「督促状兼納付書（固
定資産税）（専⽤紙)  」の備考欄の
内容として「⾞両番号など」の記載があ
るので流⽤を想定しているものと判断し
ました。

了 標記のレイアウトでOK

軽⾃動⾞税の当該帳票は継続検査⽤
の納税証明欄も必要となるため、個⼈
住⺠税・固定資産税とレイアウトを分け
るべきと考えますが、個⼈住⺠税・固定
資産税については同様のレイアウトで問
題ないのではないかと考えます。

納付書の種類を増やす必要はない考え
ます。備考欄への記入でいいと考えま
す。

問題ありません。なお法⼈も督促状も
QR対応になることから同じ様式にしても
システム上は基本的に問題ないと思わ
れますが、いかがでしょうか。

当市としては現⾏も他の税と同様のレイ
アウトのため問題ありません。ただ、⾞検
⽤納税証明書を付属させる意図で別レ
イアウトになっているのではないかと推測
するので、その点は確認する必要がある
かと思います。

当市も個⼈・固定・軽⾃の督促状は同
一レイアウトにて対応している。 同様のレイアウトでよいです。 修正

領収書部分のレイアウトは、個⼈住⺠税・固定資
産税⽤、軽⾃動⾞税（⾞別割）⽤、各税目の
合算納付⽤の３パターンであり、軽⾃動⾞税
（⾞別割）⽤は継続検査⽤納税証明書を兼ね
る。専⽤紙の納付書一体型の他帳票についても、
帳票レイアウトでは個⼈住⺠税・固定資産税⽤
を例示しているが、３パターンのいずれかを使⽤す
ることとする。

91 254 収納管理 帳票要件 109
督促状兼納付書
(法⼈住⺠税)(ア
着はがき)

①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 要件削除 実装してもしなくても良い機能への復活 ⑦︓業務効率化

当市では法⼈市⺠税督促状を圧着はがきで送付している(納付書欄なし)。督促状の郵送費
⽤削減のため、圧着はがきでの督促状作成を選択できるようにしてほしい。
要件削除理由に｢法⼈住⺠税の納付書に圧着はがきがないため｣とあるが、法⼈市⺠税は申
告税であるため督促状に納付書欄の設定は必須ではないと考える。納付書欄のない督促状
(圧着はがき)の機能を｢実装してもしなくても良い機能｣としてほしい。

申告税の督促時には、督促状(圧着はがき・納付書
欄なし)を送付する。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認。
機能要件6.1.1.「法⼈住⺠税について、課税システムで定義する納付書または収納管理にて定義する納付書を選択して出⼒できること。」とに督促
状の場合も追加が必要か。

<確認事項>
法⼈住⺠税の必要性についてご教示ください。
※機能要件6.1.1.「法⼈住⺠税について、課税システムで定義する納付書または収納管理にて定義する納付書を選択して出⼒できること。」とに督
促状の場合も追加が必要か。

問題ありません。

現⾏システムではＡ４白紙様式、ハガ
キ、圧着はがき様式があり、いずれも納
付書付きではありません。Ａ４白紙に
印字した督促状を封入する運⽤です。

当市の運⽤は圧着はがき（兼納付
書）で送付している。
必要と考える。

追加が必要
現状では督促状で納付できるため、その
ようにしてもらいたい

現状、システムから出⼒できるようになっ
ていますが、⽉に２件程度と件数が少
ないため、⼿書きの督促状兼納付書を
発送しています。ただ、今後件数が増加
した場合などは、システムから出⼒できた
方が都合が良く、件数が増える場合は
郵送料を抑えるために圧着はがきで出
⼒されることが望ましいのではと思います
ので、実装してもしなくてもいい機能とし
て追加していただけたらと思います。

申告納付であるため、督促状と納付書
を同時に出⼒することは業務上想定し
ていなので、必要ないと考えます。

必要。現⾏では、法⼈市⺠税督促状
に、収納管理にて定義する納付書を同
封している。

上記にも記載したがQR印字すればシス
テム上は基本的に収納可能であり圧着
はがきでも対応可能すべきと考えます。

当市では督促状（A4）を送付する
際、納付書も別紙で印刷し同封してい
る。現状圧着はがきの仕様は想定して
いないため、当市としてはどちらでもよい。

当方で保存している2.0版ではレイアウ
ト№114に「督促状（法⼈市⺠税）
（圧着ハガキ）」があるが、このレイアウ
トはなくなっているという認識でよろしい
か。当市では以前から納付書付の督促
状を送付しているため、必要性を特段
感じていない。

どちらでもよいです。
当市では納付書欄のない督促状（は
がきタイプ）を使⽤しています。

追加

必要という意⾒もあるため、機能要件に追加す
る。
（選択して出⼒できることのため、必要な団体の
み運⽤する想定。）

991 258 収納管理 帳票レイアウト 110 督促状兼納付書
（法⼈市⺠税） ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 未納額 均等割未納額、税割未納額 ⑥︓住⺠サービス向上

納税者に未納となっている税⾦の内訳を知らせることができる。また、納税者が納付する納付書
は、総務省が規定している様式で納付することになり、この様式では均等割と税割に欄が分かれ
ている。

督促状で均等割と税割の内訳を通知し、納税者は
督促状を⾒て納付書に内訳を書いて納付することを
想定している。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認。

<確認事項>
均等割未納額、税割未納額の必要性についてご教示ください。

必要な項目としてご検討ください。

現⾏システムでは各種様式で、均等割
未納額、税割未納額が印字されます。

当市の運⽤は圧着はがき（兼納付
書）で合計額（本税+督促⼿数料）
のみの記載である。
必要性は感じない。

エラーが減るため、あると良い

現在送っている督促状には明記されて
おり、そのまま督促状で支払えるように
なっています。納付書に内訳を記載して
もらう必要はないので、意⾒のような必
要性はないですが、税額の内訳を通知
する必要はあると考えます。

納税者が未納分の納付をする際に、納
付書にそれぞれの⾦額を書くために必要
と考えます。

内訳が表記されることが望ましい。

一部納付があるわけではないので、既に
システム内に内訳が格納されている。上
記でも記載あるようにQR対応にすれば
わざわざ内訳を記載する必要なないと
考えます。

現状当市では未納額の内訳について、
督促状には記載せず、あらかじめ未納
額を印字した納付書を送付している。⼿
書き納付書ではなく、納付すべき均等
割、税割を印字した納付書が督促状と
ともに発⾏できれば、督促状に記載され
ていなくても問題ない。

現⾏システムでは均等割・税割の各項
目で法⼈市⺠税の税額を管理している
ため、必要であると考える。（1⽉よりシ
ステム変更があったため）

督促状や再発⾏納付書には内訳は不
要です。 変更なし 不要との意⾒が多数のため、追加しない。

1116 292 収納管理 帳票印字項目・諸元表 122 納付書 基本フォントサイズ ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 4 5 ⑥︓住⺠サービス向上

基本フォントサイズ4は、小さすぎて、読むのが困難です。現状でも、⽂字が小さいとの苦情はあり
ます。
記載スペースの大きさに制限があり、やむを得ないこととは思いますが、せめて最小フォントサイズ5
になりませんか。

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している帳票 優先度2 要検討 共有・報告 帳票レイアウトに納まるか検討する。

問題ありませんが、項目が多いためのフォ
ント指定であると想定するため、このまま
でも良いと判断します。
具体的に不要とできる項目があれば各
種収納機関と調整の上、出⼒項目を
減らすことで印字スペースを確保すること
は有⽤と考えます。

可能であれば大きい方よいと考えます。 変更なし 対応方針の通りとする。

1838 294 収納管理 帳票レイアウト 122 納付書 17 領収⽇付印 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 領収書部分、納入済通知書、原符いずれの「領
収⽇付印」レイアウトも枠が一重となっている。

領収書部分、納入済通知書、原符いずれの「領
収⽇付印」レイアウトも枠が一重となっているが、
⾦融機関からの連絡を不要とする「⼆重枠」のレ
イアウトとする。

⑦︓業務効率化 一重ではなく⼆重の枠にすることで、⾦融機関からの収納確認においてその都度連絡を不要と
することができ、業務の効率化につながるため。

現⾏の納付書も⼆重枠に変更しており、毎⽇のように
納付書を発⾏している。標準納付書となった場合にも
⼆重枠でのレイアウトを実装する必要がある。

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している帳票 優先度2 要検討 意⾒聴取

WT,APPLICへ必要性を確認。

<確認事項>
「領収⽇付印」の⼆重枠について、同様の運⽤を⾏っていればご教示ください。

必須とする必要はないと判断します。

⼆重枠の運⽤を⾏っていません。
⼆重枠で運⽤している。 現状⾏っていない 当市では⼆重枠の運⽤を⾏っていませ

ん。
本市では一つです。初めて聞くルールで
すが一般的なものなのでしょうか。 そのような運⽤は⾏っていない。 「領収⽇付印」について⼆重枠での運

⽤は⾏っていません 記載のような運⽤は⾏っていません。 変更なし

システムベンダ及び指定⾦融機関に確認したとこ
ろ、指摘⾦融期間より、一重枠と⼆重枠で処理
は変わらない旨の回答を得られている。現⾏運⽤
では⼆重枠であるが、一重枠に変更になることは
問題ない。

→変更なしとする。

2227 300 収納管理 帳票印字項目・諸元表 122 納付書（納入済
通知書） 7 納付額 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 項目名︓納付額 項目名︓納付税額

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

法第326条の規定「（略）納期限後にその税⾦を納付（略）納入する場合には、それぞれこ
れらの税額又は納入⾦額に、（略）延滞⾦額を加算して納付し、又は納入しなければならな
い。」とあることから、納付書へは未納の本税額を印字し、窓⼝で延滞⾦額欄を計算の上、合
計額を領収する必要があります。このため、「納付額」の表示では、実際に納付した額と一致しな
い場合があるため、誤解を招かない表現とすべきです。「税額」としたいところですが、確定延滞⾦
のみを印字する場合や、納付⽇を約して本税＋延滞⾦額を印字する場合があることを考慮し、
「納付税額」とすることが適当です。

本税額＋延滞⾦額＋督促⼿数料額を印字。
窓⼝で延滞⾦を合わせて領収する場合、ここに印字
した⾦額と実際の領収⾦額が異なる場合があり、その
場合は、延滞⾦額欄と合計⾦額欄に記入した額を
消込データ化して連携する。

優先度1 要検討 意⾒聴取

WTにて変更の必要性を確認する。
※国税の合計⾦額で良いかも含めWTにて確認。

<確認事項>
国税とあわせて合計⾦額に変更しても問題ないでしょうか。または意⾒の通り納付税額が良いでしょうか。

必須とする必要はないと判断します。

標準仕様対応に伴い、介護や後期の
納付書も標準仕様様式に合わせること
を検討しているため「税額」の表記が必
須となることを避けたい。

「合計⾦額」で問題ない。
また、当市の運⽤に照らし合わせると、
当初発⾏の納付書はプレ印刷で「納付
税額」と記載できても、再発納付書の
様式は「料」との汎⽤となっているため、
「納付額」が適当である。

合計⾦額でOK
当市では現在「合計額」となっているた
め、国税と合わせた「合計⾦額」で問題
ありません。

現⾏では、「合計⾦額」と記載。 合計⾦額で問題ありません。 当市の現在の帳票でも「合計⾦額」で
あり、問題ありません。

国税に併せて「合計⾦額」に変更して差
し支えない。当市では「合計額」という記
載にしている。

「合計⾦額」でよいと考えます。
当市では、上から順に「納付⾦額」「延
滞⾦」「合計」と表示しています。
ただし、⾦融機関窓⼝で延滞⾦計算の
上、加算して納付させる運⽤は現在
⾏っていません。

修正 合計⾦額に修正する。

2228 301 収納管理 帳票印字項目・諸元表 122 納付書（納入済
通知書） 12 納期限 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 項目名・印字内容︓納期限 全期前納⽤納付書の場合、取扱期限を表示す

る。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

全期前納⽤納付書には、「納期限」という概念がないため。

納税通知書同封⽤の全期⽤納付書には、プレ印刷
で「取扱期限」と表示し、当該欄には第1期の納期限
を印字する。再発⾏⽤納付書⽤紙は、項目名も印
字項目とし、「取扱期限」と「納期限」を条件によって
打ち分ける。

優先度1 修正 共有・報告 意⾒の通り修正する。

問題ありませんが、
現⾏システムでは全期前納納付書にお
いても納期限で校正しているため、現状
の仕様でも支障はない。

当初納付書と再発⾏納付書で印字項
目を分けることはシステム的にも帳票管
理上も非効率であり、取扱期限・納期
限はすべてシステム印字にしたほうがよい
と考えます。

当市では、一括納付期限として第1期
の納期限を表記しています。
取扱期限として第1期の納期限を記載
した場合、納付書⾃体の取扱期限
（使⽤期限︖）と混同することになら
ないでしょうか。

変更なし 全期前納納付書において、納期限を表記しても
問題ないことから、変更なしとする。

2234 307 収納管理 帳票印字項目・諸元表 122 納付書（納入済
通知書） 7

納付額（延滞⾦
欄の下に⽤意さ
れている項目とし
ての納付額）

②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 項目名︓

延滞⾦欄の下に⽤意されている項目としての納付
額欄は、「合計⾦額」欄とし、窓⼝で本税と延滞
⾦を合わせて領収する際、⼿書きで記入する項目
とする。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

法第326条の規定「（略）納期限後にその税⾦を納付（略）納入する場合には、それぞれこ
れらの税額又は納入⾦額に、（略）延滞⾦額を加算して納付し、又は納入しなければならな
い。」とあることから、延滞⾦額欄と合計⾦額欄に記入の上、領収する必要があります。

⾦融機関窓⼝で延滞⾦額を計算し、延滞⾦額欄に
記入、 優先度1 要検討 共有・報告 項目名については、No2233とあわせてWTにて検討。 問題ありません。

システム要件で延滞⾦計算が必須であ
ることから帳票NO122の納付書に⼿書
きする必要性はないと考えます。⼿書き
が必要になるのは申告時に納付する場
合の納付書と認識しています。

№2233に記載のとおり 2227と同じ 修正 項目名はNo2227と同様。
⼿書きは不要とする。

2944 354 収納管理 帳票レイアウト 128 納付書 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

郵便番号・住所(所在地)・⽒名(名称)等の送付先欄の諸元表・帳票レイアウトの提示はない
のでしょうか。

納付書（領収書部分（合算納付書⽤））について
APPLICから案を提示した時点では、封筒の窓枠から表示する想定で郵便番号や住所、カスタ
マーバーコードも記載しておりましたが、第2.0版（案）では、そららが削られて納税義務者名の
みとなっており、納付書には送付先は印字されないように読み取れます。
送付するなら宛名ラベルを使⽤するという想定でしょうか︖
もしそうなら、その旨の記載をお願いいたします。

【現⾏運⽤】
税系は通知書を封入して送付しますが、⽉別賦課す
る料系は毎⽉送る運⽤もあるため、弊社では送付先
を印字している納付書を有しておりました。
また、随時発⾏時にも利⽤しております。

優先度4 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認する。

<確認事項>
領収書部分（合算納付書⽤）について、住所・カスタマーバーコードの必要性についてご教示ください。
宛名ラベルを使⽤している場合はその旨をご教示ください。

割引を受けられなくなってしまうためカス
タマーバーコードは必要と判断します。

当市の運⽤では合算納付書は作成し
ていないが、住所等の印字は必須であ
る。

合算納付書を使⽤していない

当市では、現状合算納付書は使⽤して
いませんが、通常の納付書は「納付済
み通知書」（＝OCR)、「納付書」（＝
⾦融機関控え）、「納入通知書兼領
収証書」（＝納付者控え）となってお
り、納入通知書兼領収証書部分に宛
名情報を印字して、封筒の窓枠から出
るようにし、発送する運⽤をしています。

合算納付書を今後使⽤する場合、通
常の納付書と同様に発送できることが
望ましいため、宛名情報の印字は必須
と考えます。

宛名ラベルを使⽤しています。領収書部
分は印字するスペースが狭いと思いま
す。

本市ではA4の下部に納付書部分を印
字し、上部に宛先を印字しています。中
段には期別情報を印字しています。領
収書部分については納税義務者欄に
住所・⽒名が印字される想定でした。
バーコードは必要ありません。

現在は再発⾏納付書（合算ではな
い）の領収書部分に宛名（住所・カス
タマーバーコード）を印字し、窓あき封
筒で郵送できるようにしています。事務
処理の効率化の観点から必要と考えま
す。

領収書部分については、住所・カスタ
マーバーコードの印字の必要性は感じな
いが、現⾏の運⽤として、プレ印字の⽤
紙サイズをA４とし、納付書の枠外部分
に住所、⽒名、カスタマーバーコードの印
字し、それを宛名として⽤いて送付して
いる。そのため宛名ラベルは⽤いていな
い。

領収書部分である必要はありませんが、
住所は必要と考えます。
当市では納付書によりレイアウトが異な
りますが、収滞納システムから出⼒する
封入⽤納付書では、納付書部分の下
方に⼭折り線（切り取り線）がありその
下部に住所⽒名等が印字され、折りた
たんで封入すると封筒の窓枠から宛先
が⾒える仕様となっています。

修正

・　現⾏運⽤では、マルペイに対応していないかつ
合算納付書も使⽤していないため、標準仕様書
における帳票レイアウトは現⾏のレイアウトからは
大きく変わるものと理解している。宛名ラベルによる
対応でも問題ないと考える。
・　現⾏運⽤では、領収書部分を横⻑のレイアウ
トとしており、住所・⽒名・カスタマーバーコード 等
を出⼒している。封入封緘の⼿間 等を考慮し、
宛名ラベルの使⽤より効率的と考える。
・　宛名ラベルの使⽤は、誤封入のリスクがあるた
め、避けるべきと考える。現⾏の納付書のサンプル
を提供しているが、納付書にも宛名欄を出⼒し、
封筒の窓枠から⾒えるようにしている。

→協議内容を踏まえ、送付先付きの納付書を実
装してもしなくても良い帳票として定義することとす
る。

650 359 収納管理 帳票要件 130 納税証明書 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 主な出⼒条件
・賦課年度

主な出⼒条件
・賦課年度
・税目

⑥︓住⺠サービス向上
証明書発⾏希望者によっては、指定の税目に係る証明書の発⾏を希望する者もいるため、本
市では条例の規定に基づき１年度１税目につき⼿数料を徴しており、提出先に不要な情報を
提供するのを防ぐ必要がある。

証明書発⾏申請者の希望する賦課年度・税目を選
択して証明書を発⾏する。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認。
※賦課年度/課税年度のどちらかもWTで確認

<確認事項>
納税証明書の年度、税目について複数をまとめて出⼒しているかご教示ください。
また、年度について賦課年度/課税年度のどちらかもご教示ください。

現⾏システムでは発⾏対象とする税
目、賦課年度を選択することができ、必
要に応じて複数税目をまとめて発⾏する
ことができる。
現⾏の仕様でも賦課年度、税目単位
の発⾏は可能と考える。
（帳票要件、「主な出⼒条件」に「賦
課年度」を追記する対応が妥当と判断
します。

証明書発⾏申請者の希望する賦課年
度・税目を選択して証明書を発⾏して
いる。

まとめて出⼒していない
年度は降過年度

当市では1年度1税目につき⼿数料を
徴しているため、年度・税目ごとに分けて
納税証明書を発⾏していますが、システ
ムでは複数年度・複数税目分まとめて
出⼒できるようにもなっています。必要に
応じて対応できるよう、複数でも出⼒で
きることが望ましいと考えます。

当市では、課税年度ごとに証明書を発
⾏します。その際、賦課年度も印字され
ます。

年度については複数年をまとめてはいな
い。税目については同一宛名については
まとめている。年度のついては課税年
度。
年度や税目をまとめるまとめないは各市
町の⼿数料条例によるため、これが標
準というのは難しいと考える。複数税目
をまとめるまとめない、複数賦課年度で
まとめるまとめない、複数相当年度でま
とめないは市⺠への影響もあるため各市
町が選択できるべき。

1枚の納税証明に5⾏まで記載できる
仕様になっており、複数年度・複数税目
を1枚の納税証明書にまとめて出⼒でき
る。（申請者の希望により、まとめて出
⼒か個別出⼒を選択）
年度は、賦課年度。

税目、賦課年度での発⾏になります。
納税証明書について、年度・税目をまと
めての出⼒は⾏っていません。
年度は、課税年度寄せです。

現⾏システムでは納税証明書の年度、
税目を1枚にまとめて出⼒可能なため、
複数年度を1枚にまとめて発⾏してい
る。なお、年度は賦課年度を基準として
運⽤している。

複数年度、複数税目を1枚（複数
⾏）で出⼒しています。
賦課年度でまとめて表示しています。

修正
団体により運⽤が異なるため、課税年度/賦課年
度を選択できることとし、複数税目をまとめるかどう
かも選択できることとする。

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

優先度

分類⽤フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） WT構成員　回答集約意⾒の根拠

運⽤想定 現⾏システム区分
（選択肢から選択）帳票名連番 仕様書改定案の対象

（選択肢から選択） 帳票No. 項目番号 項目名称 意⾒の分類
（選択肢から選択）

新規意⾒区分
（選択肢から選択）

要件
業務内
連番

業務
（選択肢から選択）
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③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意⾒【収納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

優先度

分類⽤フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） WT構成員　回答集約意⾒の根拠

運⽤想定 現⾏システム区分
（選択肢から選択）帳票名連番 仕様書改定案の対象

（選択肢から選択） 帳票No. 項目番号 項目名称 意⾒の分類
（選択肢から選択）

新規意⾒区分
（選択肢から選択）

要件
業務内
連番

業務
（選択肢から選択）

2486 371 収納管理 帳票要件 134 完納証明書 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

納税義務者から完納証明書の請求があった場
合、発⾏する必要があるため実装すべき帳票とし
ている。
本税のみでなく、延滞⾦や督促⼿数料も含む税
に係る徴収⾦に滞納がないことを証明する。

納税義務者から完納証明書の請求があった場
合、発⾏する必要があるため実装すべき帳票とし
ている。
本税が完納となれば、証明書を発⾏する。

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

現⾏では、延滞⾦や督促⼿数料が残っていても本税が完納となれば証明書を発⾏している。
現⾏と証明発⾏との基準が変わると、申請者の負荷が大きくなるため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 要検討 意⾒聴取

地方税法第⼆十条の十、納税証明書の交付では、本税・延滞⾦ 等の区別は無く、徴収⾦全体を指しているため、完納証明書においても、本税のみ
に限定することなく、延滞⾦・督促⼿数料を含むものと考えられるが、法令の記載を改めて確認するとともに、WTにおいても確認することする。

<確認事項>
意⾒の様な運⽤をしている団体があればご教示ください。

現⾏システムでは未消込分を考慮し、
本税、督⼿、延滞⾦が未納でも完納証
明書の発⾏は可能。（アラート表示あ
り）
システム標準化に合わせて運⽤を統一
することも納税者への負担の平等化に
むけて必要と認識します。

延滞⾦等未納でも本税が完納であれ
ば証明書を発⾏している。

本税、延滞⾦も完納で完納証明書を
発⾏しているため

当市では意⾒のような運⽤は⾏っていま
せん。

本市では本税の完納のみで完納証明
書を発⾏している。なお本市においての
完納証明書は入札参加資格申請⽤の
証明書として発⾏しており、それ以外で
未納がないことの証明が必要な場合は
納税証明書を発⾏している。納税証明
書の納付すべき額・納付済額・納期限
到来額・納期期限未到来額はすべて
本税においての証明であり、延滞⾦が
未納でも納付すべき額＝納付済額とな
りうる。完納証明書が延滞⾦・督促⼿
数料を含む、納税証明書は本税のみで
は納税証明書上は完納だが完納証明
書が発⾏できないことになる。当市では
完納証明書、納税証明書、軽⾃動⾞
⾞検⽤納税証明書は本税のみで判断
している。

現⾏の運⽤としては、本税のみ完納で
あれば完納証明を発⾏している。

本市では、現在延滞⾦を含めて発⾏し
ていますが、過去に意⾒のように延滞⾦
を反映していませんでした。これはそもそ
も旧システムが延滞⾦のデータをもってお
らず、対応がそもそも不可能であったこと
に由来します。標準化では、延滞⾦の
データを持つことが決まっていますし、延
滞⾦を含めて証明を発⾏することが適
当であると考えます。

完納証明書（滞納がないことについて
の納税証明書）については、延滞⾦も
含め完納の場合に交付しています。

意⾒のような運⽤は⾏っておらず、延滞
⾦を含めた徴収⾦に滞納がないことを
証明している。

本市では、延滞⾦に未納がある場合は
発⾏していません。 修正

・　滞納者に対して、本税優先で納付いただいてい
るため、本税完納となった場合に完納証明書を発
⾏することとしていると考えられる。延滞⾦等を含
め、全て完納となった場合に発⾏することとしても
問題ないが、現⾏から変更しない方が無難と考え
る。
・　詳細な経緯は不明ではあるが、証明書の発⾏
条件を標準化を機に変更することは避けるべきと
考える。

→WTでの議論を踏まえて、また、完納証明書は
地方税法の規定に基づく帳票ではないため、運⽤
方法については各地方団体の裁量によるものであ
ることから、取扱い方法を統一することは困難であ
ると考えられる。実装すべき帳票とされていることか
ら、地方団体ごとに異なる運⽤が許容される要件
として定義する。

167 379 収納管理 帳票印字項目・諸元表 ー 全帳票 ー 発⾏者名、請求
先等 ⑥︓表現の⾒直し ②︓前回記載意⾒ … 「（職務代理者）」と⾸⻑の個⼈名について、印

字する・しないの選択制にする。 ⑥︓住⺠サービス向上 当市では、「職務代理者」は不要、その下の⾸⻑名は印字していない。 ④︓スクラッチ開発で実装 優先度4 要検討 意⾒聴取

WTにて必要性を確認。

<確認事項>

⾸⻑名があると不都合な理由をご教示ください。

⾸⻑名印字をしない、という運⽤は⾏っ
ていない。
システム標準化に合わせて運⽤を統一
することも納税者への負担の平等化に
むけて必要と認識します。

⾸⻑（職務代理者も含め）の個⼈名
は印字している。

⾸⻑が変わるときにシステム改修が必要
となるためです。オンライン等で容易に変
更可能であれば問題ありません。

変更なし
共通要件「通知書等の発⾏者を「○○⻑　公
印」のように⽒名空欄とできること。」で対応可能と
想定されるため、修正しない。
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④仕様書改定案（その他）のご意⾒【収納管理】

重複意⾒
（連番）

類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
構成員確認（WT）要否 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）
修正内容

98 14 その他 4.6
業務フロー
過誤納対応
充当処理の取消

④︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 出納整理期間中は取消を⾏えないよう
に制御 どういう意味かわからないので、もっと詳しく教えてください 優先度2 要検討 意⾒聴取

意味は⽂章の通りだが、出納閉鎖期間中の取扱いについてWTにて改めて確認する。

<確認事項>
出納整理期間中の取扱いについて、下記の通り定義していますが、改めてこちらの定義で運⽤上問題ないかをご教示ください。
・機能要件3.2.4.ただし、出納閉鎖後は充当処理の取消が⾏えないように制御すること。
・機能要件3.3.3.出納閉鎖後の還付の場合は還付処理の修正・取消が⾏えないように制御すること。

問題ありません。

出納整理期間に仮還付処理を⾏っ
て決算の数字を合わせている。それを
閉鎖後に取り消して還付処理をして
いるため。

構成員向けコメントは「出納機関閉
鎖後」となっておりこれは6/1以降のこ
と、要件は「出納閉鎖期間中」となっ
ており、これは4/1〜5/31までのことと
読み取れます。従って認識に相違が
あると思われます。なお、出納閉鎖後
とはシステム⽇管理ではなく⼿動での
確定処理を想定しているものかご回
答いただけないでしょうか。

問題ありません。

まず、出納整理期間、出納閉鎖後、
の期間の認識共有が必要と考えま
す。

・当市では、出納整理期間（4~5
⽉）の充当及び取消処理の制限は
ありません（この期間の制限は必要
ないと思います）。R4年度の出納閉
鎖後（6/1~）は、決算確定作業
期間6/9~13の間は入⼒制限をしま
した。なお、充当と充当取消しはいず
れも振替処理であり、制限するのであ
ればセットで⾏うべきではないでしょう
か。
・出納閉鎖後の還付は当年度
（R4）の過年度支出となるため、制
限は必要ないと考えます。なお、会計
室承認後の修正・取消は⾏っていま
せん。

※団体によって事務が異なる可能性
があるため、入⼒制限は一律とせず、
各団体が任意に設定できるよう、
（システム制御の必要性も含め、）
検討していただきたいです。

修正

・　出納整理期間中の制御は不要。出納閉
鎖後、決算確定作業期間については、⽇付を
任意に指定して、制御する必要がある。また、
充当・充当取消はセットで制御する必要がある
が、還付については、制御は不要。
・　出納閉鎖の制御を加える目的は、固まった
⾦額を動かさないようにするためであり、同様の
制御が過年度についても必要と考える。

→充当・充当取消についてセットで制御する要
件を追記。また、過年度の制御についての要件
を追記する。

99 15 その他 4.7
業務フロー
過誤納対応
還付処理取消

①︓追加 ①︓新規意⾒ 還付処理の取消 ⾦融機関への組戻が発⽣するため、追加が必要 優先度2 要検討 意⾒徴取

機能要件に記載していないため、WTで運⽤を確認する。

<確認事項>
還付処理の取り消しを⾏った場合、⾦融機関への組戻の依頼をしているかどうかご教示ください。

組戻依頼はしていません。 現状組み戻しをしていない

当市では、⾦融機関へ振込依頼が
かかっている場合、⼝座名義⼈相違
や⼝座番号不一致などで振込ができ
ないパターン以外では還付の取り消し
ができません。⾦融機関へ振込依頼
がかかるまでに還付取消を⾏うことは
あり得ますが、そのどちらも⾦融機関
への組戻依頼は⾏っていません。

⾦融機関へ直接組戻の依頼をする
のではなく、当市の会計課へ組戻の
依頼をする。

死亡により本⼈⼝座への振込ができ
なかった場合は
、組戻し依頼を⾏い、還付取消をす
る。その後あらためて相続⼈への還付
処理を⾏う。

例外的な対応であると想定され、特
段システムで対応すべき内容ではない
ように思われます。（業務フローに追
加することは問題ありません。）

振込不能後、一定期間を経過して
も正しい⼝座情報が判明しない場合
は、組み戻しを依頼しています。

会計室承認後の取消し（組戻し依
頼）は⾏っていません。 修正

組み戻しをしていない団体が多数のため実装し
てもしなくても良い機能として追加し、業務フ
ローはそのままとする。

100 16 その他 4.8
業務フロー
過誤納対応
還付未済対応

④︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 還付⽋損処理 還付⽋損処理とは、時効の完成という意味でよろしいか伺います 優先度2 修正 共有・報告 認識の通り。表現の修正を検討する。 対応内容欄記載の対応に同意しま
す。

⽋損でなく、むしろ時効取得処理
（雑入への入⾦）をする必要がある
と思われます。

修正 対応方針の通りとする。

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針WT構成員　回答集約

ご意⾒連番 資料名
（選択肢から選択）

項番/
章番号 項目名 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択） 該当箇所

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類⽤フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

業務内
連番
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